








次いで，同懇談会の第１回及び第２回におけ

る審議状況等について配付資料「国立の教員養

成系大学・学部の在り方に関する懇談会につい

て（第２回)」を基に，具体の説明の後，第３回

以降は，各検討課題に関する論点整理に入る予

定であるが，本特別委員会の意見を問われるこ

ともあり得るので協力願いたい。

引き続いて意見交換が行われた。

3．教員養成特別委員会作業委員会の審議状況

について

肉

委員長より，次のとおり報告があった。

本特別委員会は６月開催以降，７月７日，９

月１日並びに本日の午前中に作業委員会を開催

した｡その主な内容は本日の議題となっている，

①「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関

する懇談会」及び②「変動期における教員養成

システム構築に向けての政策的研究｣(科学研究

費の申請）についてであり，これらの課題に関

する今後の取り組み等に関して,検討を行った。

また，これらに関連し，９月１日の作業委員会

に文部省大学課教育大学室の石井室長及び安部

教員養成・調査係長にお越しいただき説明を伺

うとともに意見交換を行った。

なお,｢変動期における教員養成システム構築

に向けての政策的研究」（科学研究費の申請)に

ついては，おって，担当の専門委員から，説明

願うことにしている。

5．「変動期における教員養成システム構築に

向けての政策的研究」（科学研究費の申請)に

ついて
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委員長から，次のように述べられた。

本特別委員会は，本年３月に｢今後の教員養成

と教育系学部の在り方について｣を刊行したが，

その後の教員養成を取りまく状況のなかで，本

年度の課題として「変動期における教員養成シ

ステム構築に向けての政策的研究」が必要であ

るとの判断から，その内容と方法等について作

業委員会で検討を重ねてきた｡この調査研究は，

その重要性に鑑み，科学研究費補助金の申請を

踏まえた形での計画となっている。

ついては，その内容等について，各担当専門

委員から，それぞれ説明願いたい旨述べられた

のち,引き続いて山崎専門委員から概要説明を，

次いで羽田専門委員から上記課題の配付資料に

基づき，次の事項等に関し説明があった。

Ｌ研究の目的

IＬ研究の内容

（１）教員養成カリキュラムの原理

①教員養成カリキュラムの科目区分と統

合原理

②教員養成に対応した教養・共通教育

③個性的な教員養成カリキュラムと統合

原理
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4．「国立の教員養成系大学・学部の在り方に

関する懇談会」について
』P、

委員長から，次のように述べられた。

この懇談会は，文部省高等教育局長裁定の要

項に基づいて設置されたもので,｢長期的観点に

立った国立の教員養成系大学・学部の在り方に

ついて」学部，大学院，附属学校の果たすべき

役割，組織，体制の在り方，等について提言す

ることを目的としている。第１回懇談会は，８

月28日に開かれ，座長に高倉翔・明海大学長

が選出された。懇談会は20名の委員から成り，

国立大学からは，岡本を含む学長４名，学部長

３名，教授２名が加わっている。第２回目は９

月21日に開催された。以上がその概要である。
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（２）教員職員免許基準のあり方

①教員の専門性と免許基準との関係

②教育指導者の専門性

③大学院段階の専門性

（３）教員養成機関の組織原理

①柔軟な教員組織

②非教員養成課程と教員組織

③生涯学習・大学院と教員組織

IIL研究の方法

①外国調査（シンガポール，イギリス，

アメリカ）

②国内調査（大規模教育大学，複合大学

の教育学部等）

③教育委員会調査

④学校調査

1V、研究期間2001年～2002年

なお，この調査研究班の構成は，岡本委員長

を代表に，本作業委員会のメンバーと，それ以

外に教員養成の専門家にもお願い､する予定であ

るが，現在，検討中である。

以上の説明の後，意見交換があり，次いで委

員長から次のように述べられ，了承された。

本日の意見等も踏まえ，学校教育がさまざま

の困難な問題に直面するなかで，教員の資質能

力の一層の向上が求められており，そのために

改めて長期的な観点に立った国立の教員養成系

大学・学部の在り方が問われている。社会的要

請に応えられる教員養成システムの構築が必要

であり，そのための基礎的データを得るために

本調査研究の実施は重要である。ぜひ協力をお

願いしたい。

以上をもって本日の議事を終了した。

愚

ﾉﾘﾘ;､､田

E向↑

(第５回）設置形態検討特別委員会

日時

場所

出席者

平成12年10月11日（水）１６：３０～１８：３０

学士会分館（本郷）６号室

長尾委員長

中嶋副委員長

丹保，海妻，阿部，北原，鈴木，梶井，内藤，佐藤，石，松尾，西塚，杉岡

(代理：板垣横浜国立大学長)，江口，田中各委員

馬渡，小早ﾉ||，森田，奥野，丸山，西川，浦部，内田各専門委員

（大学共同利用機関）堀田凱樹国立遺伝学研究所長

〆
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長尾委員長主宰のもとに開会。

はじめに委員長より，代理出席者及びオブザ

ーバー出席者の紹介があった。

〔議事〕

れているので，それぞれ阿部・松尾・梶井・鈴

木の各座長より，検討状況の報告をお願いした

い｡

（１）調査検討会議「組織業務委員会」及び「第１

常置委員会拡大小委員会」の報告

阿部座長より，次のような報告があった。

１）「組織業務委員会」の報告

前回の特別委員会以後，第３回（９月20日）

と第４回（10月３日）の「組織業務委員会」が

1．調査検討会議（文部省）の委員会及び本特

別委員会（国大協）の専門委員会の報告

委員長より，次のように述べられた。

前回の特別委員会の後，私ども専門委員会と

文部省の調査検討会議の委員会が幾つか開催さ
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こでは，本特別委員会の意向と第８常置委員会

の考え方を踏まえ，文部省調査検討会議「目標

評価委員会」に，国大協としての考え方を反映

していくのが「専門委員会Ｂ」の役割であると

考え，検討項目としては，大学評価についての

国の関与の範囲，また，その在り方を中心に議

論を進めていく予定である。キーワード的に言

うと，評価と資源配分，教育・研究の評価の在

り方，国民への説明，中期目標・計画の作成，

大学の個性化と評価の多元性等について議論し

ている。

現在，中期目標・計画，資源配分等に関連し

て，国の関与はどの範囲に止まるべきか等につ

いて，各委員に意見提出を依頼しているところ

で，それを検討し纏めたいと考えている。また，

評価の透明性・公平性・客観性，及び多様で多

元的な評価等の具体的イメージをどのように持

てばよいかを検討することになっている。

２）「目標評価委員会」の報告

「目標評価委員会」は既に２回開催（８月１６

日，９月14日）されたが，討議は委員会の性格

及びその位置づけ，日本が研究面で国際競争力

に打ち勝つための国立大学の役割，国立大学が

日本文化を支えていることの認識の重要性，国

が長期的目標を持つことの重要性，個人評価の

弊害，国民の理解を得るための広報などの点に

ついて自由討議が行われている。今後は，自由

討議をしつつ，徐含に具体論に入っていく予定

である。

開かれ，第３回委員会では資料として検討課題

の項目が示され，その内「基本的な考え方」に

ついて意見交換を行った。また，第４回委員会

では｢法人の単位の在り方」「法人の組織と大学

組織の関係」「運営組織の在り方｣について自由

討議を行った。次回も，「業務の在り方」「その

他の課題」「大学共同利用機関｣等の残された検

討課題について自由討議を行うことになろう。

次いで馬渡専門委員等から，「組織業務委員

会」で次のような事項が話題になった旨の補足

説明があった。

○第１常置委員会の中間報告の位置づけと調

査検討会議の審議の関係，○運営諮問会議の勧

告権，ｏ評議会と教授会の関係，○外国の大学

の設置形態，○理事会の構成・権限・人数，○

法人の長の名称，ｏ日本の大学の組織運営の法

令上の位置づけ,○学長の権限と評議会の関係，

ｏ組織問題を審議する際の基本的な姿勢，○学

長の適性と選任方法，○大学事務職員としての

適格性と自主的人事，ｏ専門家の学長補佐体制

への参画，○経営の視点

２）第１常置委員会拡大小委員会の報告

「専門委員会Ａ」は，第１常置委員会拡大小

委員会の形で,去る10月19日開催し，「調査検討

会議｣でも引用されている第１常置委員会の｢中

間報告」は13ケ月前のものなので，修正・加筆

すべき点がないか，現時点で見直す方向で準備

することになった。
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（２）調査検討会議「目標評価委員会」及び「専門

委員会Ｂ」の報告

松尾座長より，次のような報告があった。

１）「専門委員会Ｂ」の報告

前回本特別委員会開催の午前,｢第２回専門

委員会Ｂ」（目標･計画･評価）を開催した。そ

(3)調査検討会議「人事制度委員会」及び「専門

委員会Ｃ」の報告

梶井座長より，次のような報告があった。

1）「専門委員会Ｃ」の報告

「第３回専門委員会Ｃ」（人事システム）を９

１０９

F､



月27日に開催した。そこでは，次回「人事制度

委員会」に検討項目が提案されることが予想さ

れたので，国大協としてはどのような検討項目

を取り上げ議論したらよいかについて自由討議

を行った。

重要な検討課題としては，人事制度を考える

上で，独法化の場合，公務員型か非公務員型か

によって大きな影響があるので，その長所・短

所を十分詰めた上で制度を考える必要がある，

また通則法（第２条）を素直に読むと国立大学

は必ずしも公務員型とはいえないので，その点

も十分議論した上で，個々の制度を考えていっ

たらどうか，ということを議論した。

２）「人事制度委員会」の報告

本日午前に開催された「第２回人事制度委員

会」では，独立行政法人の枠組みと現行国立大

学の組織・機構との相違，及び独立行政法人の

個々の問題点について，国大協・文部省・自民

党政務調査会の各見解を対比して，その差異の

説明があった。

検討項目として，○国立大学における人事制

度の基本的な考え方，○大学教官にかかる特例

の考え方，○任免，給与，服務・勤務時間等の

在り方，Ｏ定員管理，○大学共同利用機関，等

が示されたが，例えば部局長の位置づけなど追

加すべき項目もあるので，今後それらの問題を

含め検討することとなった。

委員会に出席していて，公務員型．非公務員

型に関して議論があったことと，今後の議論の

中では大学の規模により，同じ項目でも問題の

出方が異なることも考えられるので，大学の規

模の大小を踏まえ検討する必要があるとの印象

を受けた。また，私立大学関係者から，教員以

外の職員の問題も注意を払って議論すべきとの

意見があった他，大学共同利用機関から技官等
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の協議採用の制度化を要望する意見が述べられ

た。

なお，近く人事院人事官と面談する予定で，

国立大学の独立行政法人化に伴う教職員身分

(公務員型または非公務員型）により生ずる相

違，また教官の勤務条件の弾力化の問題等を聞

くつもりである。

次いで，森田専門委員から，人事院の考え方

との刷り合わせの必要性と，諸般の状況から戦

略的に独立行政法人の枠で設置形態を考える必

要性等について補足説明があった。
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（４）調査検討会議｢財務会計制度委員会｣及び｢専

門委員会、」の報告

鈴木座長より，９月28日に開催した「専門委

員会Ｄ」（財務会計)の検討状況等について，概

ね次のような報告があった。

１）「財務会計制度委員会」について

「財務会計制度委員会」（第１回は10月19日開

催予定）はまだ開催されていないが，文部省担

当官の話では，委員会では独立行政法人化の場

合の運営費交付金,国立学校特別会計の仕組み，

借入金の返済，長期的展望に立った施設整備の

仕組象，積立金の使途･処理の方法，土地・建

物・授業料等の資産の運用管理，寄附金の取扱

いと税制，出資金制度のあり方，会計原則と経

理，等の問題を検討したい旨の説明を受けた．

審議日程としては，平成13年夏頃までに中間

報告を取りまとめ，同年度末までに最終報告を

取りまとめ，平成14年度の国会で関係法案を成

立させるというスケジュールとのことであっ

た。

２）「専門委員会Ｄ」の報告

「専門委員会Ｄ」は，２回開催し，第１常置

委員会が取りまとめた「財政問題に関する検討
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交換があった。

〔独立行政法人の枠組象を前提に審議すべきか

否かについて〕

○独立行政法人化の枠組みで検討すべきであ

る。文部大臣の学長会議での説明，総会での

会長声明により，その方向で検討を進めるも

のと多くの大学は理解している。

この枠組糸ならば，国の財源保証がある。

枠組みを外した形態では，私立大学との区別

がつかず，最終的に民営化に繋がる恐れもあ

り，国の財源保証も危なくなる。また，現在

の国の財政状況から見ると，特殊法人的なも

のを作れる可能性は少ない。枠組みを外した

議論は，審議が振り出しに戻り，各大学の選

択肢は増えるが収拾がつかなくなり，国大協

の合意である，一つにまとまっていくことも

出来なくなる可能性もある。外部の状況から

見て，理想論を言っても通じない。

○独立行政法人化の枠組承を外して検討すべ

きである。本年６月総会の際の会長声明は，

独法化の枠組みで検討することを示したもの

でない。国立大学の望ましい設置形態を検討

することであり，それを外すわけにはいかな

い。両者のバランスをとって審議すべきであ

る。まずは，現行制度のどこが悪いのか等，

問題点の検討から出発すべきである。

〔公務員型と非公務員型について〕

○公務員型を前提に議論すべきである。文部

省の「検討の方向」も第１常置委員会の「国

立大学と独立行政法人化問題について（中間

報告)｣も公務員型を示しており，当初から公

務員型が前提になっていると思われる｡また，

公務員型は身分保障がある等，現行制度から

の変化が少ないので，受け入れ易い。非公務

員型では将来，私学との区別がなくなり，病

１１１

結果(第１次報告)｣に基づき復習するとともに，

宮脇委員より「国立大学法人化に関する財務・

会計制度の検討について」（宮脇委員作成)の説

明を受け検討した。

討議の結果，検討項目として，ｏ運営費交付

金の性格づけ及びその算定基準と交付額決定基

準，○国立学校特別会計の累積債務と新たな特

別会計制度の設定，○財政コスト認識基準の検

討，○中期計画期間における予算額の実質的確

保，ｏ資産把握とその維持管理コスト，○外部

資金導入の取扱い，○連結決算とセグメントの

単位，ｏ科学研究費補助金の配分，○財政投融

資の対象機関としての単位，○学生定員・授業

料の取扱い，等が挙がった。今後，大学の規模

等，個別大学のことを配慮しつつ，これらの検

討項目について検討していきたい。

、
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2．特別委員会の検討課題について

委員長より，次のように述べられた。

本特別委員会の議論を進めるためのシナリオ

作りのため「設置形態検討特別委員会における

第一次まとめの叩き台の作成について」を作成

し，各委員・専門委員に送付し，意見を求めた

結果，１３名の方より意見提出があった。本日，

資料として配付したが，小職の提案した４つの

柱建てで詳しく審議すべきであるという意見

と，もう少し柱建てを変えて審議したらどうか

という意見に大別できる。その他，「第一次まと

め｣という表現は早すぎる，等の指摘もあった。

本日は資料をもとに，さらに委員・専門委員

より意見をいただき，次回以降の議論を収散す

る方向で進めるため，問題の焦点と，それを審

議する順序を定めて検討を進め，文部省の調査

検討会議の審議に対応したい。

ついで，これに関して，概ね次のような意見

ｆ、

〆q顯冤

戸、



院等を国立から切り雛･す議論になる恐れもあ

る。

○非公務員型も検討すべきである。教育研究

の活性化のために必要な服務条件の弾力化

等，公務員型より利点があり，通則法を素直

に読めば，国立大学は非公務員型であろう。

○順序としては，まず大学に相応しい条件を

検討し，その上で，その実現のためには公務

員型がよいのか，非公務員型がよいのか，選

択のための議論をすればよい。

〔検討課題等について〕

○人事制度については，人事院の考えとの刷

り合わせが必要である。

○教官でないと作案できない中期計画･目標，

評価等については，文部省の考え方を色々な

面から見る必要がある。

○本特別委員会は，何をゴールに審議するの

か。また，教育研究を推進するための事務職

員の専門性の育成，文部省と科学技術庁の統

合後の予算配分の問題等はどこで審議するの

か。

○「中間報告』で余り詰められていない国立

大学の存置理由，教職員の身分，特別会計制

度廃止の場合の予算配分基準・方法などは検

討すべきであろう。

○学長選任の方法,-その地位と権限と責任，

学長の法的任命権者，法人の長の資格者，ま

た部局長の位置づけ等を検討し，外部の意見

に対抗できる理論武装が必要である。

○文部省直轄の事務組織に大学自治が犯され

ないか心配して，大学運営の多くを教授会が

引き受けているが，大学の事務組織の問題も

検討する必要がある。

○通則法に長期目標の視点がないこと,また，

なぜ大学が青年の家と同じ法律で規制される

のか等，基本的な問題も検討すべきである。

○国大協として護送船団方式で守るのは，日

本の学術文化であって，個含の大学を守ると

いうことではない。日本の学術文化を守るこ

とを目標に議論し，訴えていくべきである。

〔審議方法等について〕

○自由討議を続けていては議論が拡散する。

余り時間的余裕がないので,論点を絞った上，

特別委員会の都度所特定の課題を掲げて，適

任者にレポーターをお願いし，意見を収数す

る方向で議論すべきである。

○外部から仕掛けられた話であり，外部が何

を問題視しているかを把握し，それを検討す

べきである。

以上のような意見交換があった後，委員長か

ら次のように諮られ，了承された。

今まで，問題を絞らず自由討議を行ってきた

が，先般のアンケート調査でお寄せいただいた

意見をもとに，現在国立大学が抱えている問題

点等を整理し，どのようにしたら本当に国民に

望まれる国立大学に出来るかという方向で議論

を行うとともに，並行して，各専門委員会の座

長から，特に早急に詰めるべき課題を提出いた

だき審議していきたい。

なお，次回からは予め，審議する課題をお知

らせし，ご審議いただきたいと考えている。

以上をもって本日の議事を終了した。

f侭､
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(第６回）設置形態検討特別委員会
虚，

平成12年11月９日（木）１５：３０－１８ｉ００

東京ガーデンパレス「羽衣の間」

長尾委員長

中嶋副委員長

丹保，海妻，阿部，北原，鈴木，梶井，内藤，佐藤，石，松尾，杉岡，江口

各委員

馬渡，小早川，森田，若杉，奥野，丸山，内田各専門委員

（大学共同利用機関）堀田凱樹国立遺伝学研究所長

日時

場所

出席者

長尾委員長主宰のもとに開会。

はじめに委員長より，代理出席者及びオブザ

ーバー出席者の紹介があった。

〔議事〕

理するかを中心に，学問の自由，経営と教学等

の問題について，具体的には合議制の必要性と

そのあり方，様々な会議体（運営諮問会議・評

議会・教授会等）の相対的な位置づけをどう整

理したらよいか等について，結論は出てないが

かなり議論した。少し別な言い方をすると，第

１常置委員会の「国立大学と独立行政法人化問

題について（中間報告)」（平成11年９月７日）

や東京大学(国立大学制度研究会)の報告書｢国

立大学の法人化について」（平成12年10月３日）

から少しは承だした意見，国立大学を１大学１

法人として教学と経営を一体化する考え方も勿

論あるわけだが，そうでない意見も数多く出て

きている。

また，委員会としては，委員会の中に少数の

作業委員を置き，論点整理の叩き台づくりの作

業を進めることとなり，委員は次回委員会にお

いて主査が推薦することとなったが，来る11月

14日には調査検討会議｢第１回連絡調整委員会」

があるので，他の三つの委員会との調整を兼ね

て，そこで改めて作業委員について報告し了承

を得たいと考えている。

炭1,円、

鰯

1．調査検討会議（文部省）の委員会及び本特

別委員会（国大協）の専門委員会の報告

第５回特別委員会開催以降の，専門委員会及

び文部省調査検討会議の委員会の検討状況につ

いて，阿部・松尾・梶井・鈴木の各座長より，

概ね次のような報告があった。

（１）調査検討会議「組織業務委員会」及び「第１

常邇委員会拡大小委員会」の報告

阿部座長より，「第５回組織業務委員会」（'１

月８日)，及び「第１常置委員会拡大小委員会」

(10月25日)の検討状況に関して，次のような報

告があった。

第５回委員会では，これまで委員会で論議さ

れた意見の内，運営組織のあり方に関する主な

論点を整理した文部省資料が提出され，これを

もとにフリーディスカッションを行った。当日

は，法人の単位のあり方，法人組織と大学組織

の関係，法人の長,学長補佐体制，運営諮問会

議，事務組織等について意見交換を行ったが，

特にこれらの原点にあたる部分，すなわち法人

化後の大学運営組織の基本的な考え方をどう整

子Tｂ

毎mmb

引き続き馬渡専門委員より，当日の議論につ

いて補足説明があった後，阿部座長より，次の

ような委員会の印象が述べられた。

全くのフリートーキングなので何の結論も出

血ヨ
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国大協の第８常置委員会は“評価”を所管事

項としているが，「専門委員会Ｂ」（目標･計画・

評価)が第８常置委員会と違うところは，「専門

委員会Ｂ」は法人化を念頭に置き検討している

ところである。「専門委員会Ｂ｣は，現在，文部

省「目標評価委員会」に国大協の意見を反映す

べく，①中期目標・中期計画のあり方，②評価

と資源配分との関係，③評価における透明性・

公平性・客観性の確保，多様かつ多元的な評価

のイメージ等について検討している。具体的に

は，主要な事柄として，次のようなことを検討

している。

○上記「評価と資源配分との関係」では，第三

者評価（アカデミックな評価）は主務省の評

価委員会を通して適正な形で資源配分に繋が

ってくるのか，そうでない場合の歯止めはど

うするのか。

○通則法との関連では，①国の関与はどの範囲

に限定されるべきかを「べからず集」という

形で取りまとめ中であるし，また，②私ども

は「通則法の謂う中期目標・中期計画は大学

には馴染まない。それは長期目標・長期計画

の中で位置づけられるべきである」と主張し

ているが，その長期目標という言葉を“大学

憲章”という形に具現化するとして，どのよ

うなコンセプトにするか。

○大学評価・学位授与機構との関連では，同機

構の評価はまだパイロット的なので，直ちに

資源配分に結びつけるのは賛成できない。し

かし，将来的には資源配分と連動してくるの

で，主務省評価委員会の評価の使い方や，主

務省評価委員会に同機構の評価に関してチェ

ック的機能を組承込むこと。

○財務会計制度や法人の形態によって，目標・

計画，予算の係り方，評価の流れが変わって

ていない。委員会では，私学関係者からは国立

である以上政府の関与は当然で，国立大学が更

なる自由を要求するならば，学校法人化し，私

学化すべきである，という強い意見があった。

現在，このような二者択一的な意見が私学関係

者の間では広く流布している。

前回も報告した通り，法人の単位，法人組織

と大学組織の関係，経営と教学の関係など，随

分議論になっているが，私どもは基本的には第

１常置委員会の中間報告（昨年９月７日）に立

脚して対応しているが，委員会で様々なクリテ

ィカルな議論が行われているので，国大協とし

ても更に勉強する必要がある。特に学校教育法

など，現在様含な法律があるが，今後どの法律

を活かし，どの法律を変えざるを得ないか，と

いう問題が出て来ようが，中間報告で必ずしも

詰めていない部分もあるし，また「東京大学報

告書｣(10月３日)は少し違った観点があるので，

その辺をさらに勉強しておく，というのが「設

置形態検討特別委員会専門委員会Ａ（法人の

基本)」の基本スタンスである。

「専門委員会Ａ」は，第１常置委員会拡大小

委員会の形で開催しているが，去る10月25日開

催の拡大小委員会では，文部省の動きに連動し

て国大協としても議論を深めておく必要がある

ため,例えば論点として，法人化の目的と意義，

国と法人と大学の関係，大学の設置者等につい

て少し詳しく論点整理をして議論を進めること

にし，現在そのために第１常置委員会所属の学

長に意見照会をしている。

侭、

,2鰯R、

鏑

｢急
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(2)調査検討会議「目標評価委員会」及び「専門

委員会Ｂ」の報告

松尾座長より，次のような報告があった。

1）「専門委員会Ｂ」の報告
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くる。今度，調査検討会議｢連絡調整委員会」

で方向性を打診したいが，同時並行的に検討

せざるを得ない状況も視野に入れて検討を進

めること。

２）「目標評価委員会」の報告

第２回委員会までは，ｏ国際競争力を問われ

ている国立大学の役割，ｏ法人化に大学が向い

ているのか否か，○目標のあり方としての大学

の独自な長期目標の重要性，広報の必要性等に

ついて総論的な質疑･意見交換を行っているが，

第３回委員会（10月18日）では，文部省が示し

た「目標評価委員会における主な検討課題」を

もとに評価，計画，目標に関する事柄について

自由討議を行った。委員会では「法人化する場

合，特例措置がうまくできることが重要なこと

で，それをこの会議で確認しておくことが大切

である」（私学関係者)旨の発言，また，アカウ

ンタピリティに関して主務大臣が目標・評価に

関与することについて「たとえそれが形式的で

あっても，それを明確にさせておくことが重要

だと思う」旨の発言があったので，特に紹介し

ておく。なお，今後はかなり具体的な審議に入

る予定であるが，「専門委員会Ｂ｣の審議を第８

常置委員会にフィードバックしながら，国大協

としての意見をまとめ，「目標評価委員会｣に反

映させていきたい。

第４回委員会（11月13日開催予定）では，委

員の方とに中期目標，中期計画あるいは評価の

問題について宿題を課し，来年１月頃まではそ

れについて各委員の説明を聞き，意見交換を行

うことを考えている。今後も国大協の検討状況

を踏まえ，「目標評価委員会｣の運営を考えてい

きたい。出来れば文部省事務局案が提出される

前に国大協としての意見を提出することを考え

ている。

３）「第８常置委員会」の報告

第８常置委員会は，大学評価のあるべき姿を

検討する場であるので，初めに委員各位にその

果たすべき役割について意見を提出願い，整理

して審議の上，急を要する問題を洗い出し，急

ぎ検討している。当面，急がなければならない

問題は，以下のとおりである。

○大学評価・学位授与機構に提出する「平成１２

年度に着手する大学評価の内容・方法等につ

いて」の意見のとりまとめ

○大学評価・学位授与機構評価委員会などとの

意見交換等について

○各大学における現在の評価の実態調査及び

「機構｣に対する要望事項に関する各大学への

アンケート調査の実施

○「大学評価の基本的留意点一ガイダンス資料

（各大学への助言，情報提供)」の作成

UwD

ｊ認曰､

八

（３）調査検討会議「人事制度委員会」及び「専門

委員会Ｃ」の報告

梶井座長より，人事院人事官等との面談，及

び「第３回人事制度委員会｣，「専門委員会Ｃ」

の検討状況について,次のような報告があった。

ｌ）人事院人事官等との面談の報告

人事院人事官より面談の要請があり，１１月１０

日，私と森田委員と伊藤事務局長が，人事官と

企画課長に会った。

初めに人事院から，独法化した場合の法規が

どう変わるか，公務員型の場合，従来の国家公

務員法･教特法等の規定はどう変更されるのか，

また非公務員の場合，労働法との調整が必要で

ある等，法規的な説明があった。その後，私ど

もから仮に独法化するとしても現在より良い制

度でないと困るので，幾つか問題点を挙げ，現

行よりも弾力化することについて，人事官の考

１ｍ
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合，職員の任免は法人の長の権限に属するが，

文部省以外の省庁に関しては，職員は本省採用

が圧倒的に多く，独立行政法人化した研究機関

の職員は少なく，特に一般職員は非常に少数の

ため，本省採用で出向の形をとることは十分可

能である。しかし，文部省の人事制度のあり方

からみると，本省職員の内，幹部職員は本省採

用で,一般職員は最近本省採用も増えているが，

各大学は公務員合格者名簿の中から職員を採用

し，文部省の人事政策のもとに流動させ，職員

の資質やモラルの向上や大学の活性化等を図っ

ている。仮に独法化された場合，そのような法

律外の調整組織を考えていく必要があるという

指摘も受けた。

２）「専門委員会Ｃ」の報告

10月24日に｢第４回専門委員会Ｃ」（人事シス

テム）を開催し，人事官等との面談内容を報告

し，どう評価するかを話し合った。また，調査

検討会議「人事制度委員会」において法人化後

の教職員の身分について，公務員型か非公務員

型かの議論が出ているが，当然のことながら，

これの結論が出てから議論しては遅いので，専

門委員会としては，独法化以降の大学のあり方

として，望ましい方向を詰めていくことについ

て話し合った。

３）「人事制度委員会」の報告

第３回委員会は11月２日に開催され，村田企

画官より，文部省作成の資料「国立大学教職員

に関する人事制度」に基づき，独立行政法人化

以降，国家公務員法・教特法等の関係法令がど

う変わるｶｺの説明に続き，大学教員等人事制度

に関する主な提言，大学審議会答申等における

人事に関する提言の説明があり，その後，フリ

ートーキングに移った。その主な論点は次の通

りである。

えを伺った。

第一は服務の問題で，教官の服務態様は一般

職員の服務規定と相違するため，各大学は勤務

時間の割振りなど苦労している｡人事院も－時，

裁量勤務制の導入を検討していたので，その点

の人事官の考えを伺った。これに対して人事官

は，大学が要望として纏めてくれば，弾力的に

対応する用意がある旨の返答があった，と私は

受け取った。しかし，労働省は省令で裁量勤務

制の適用職種を規定していて，教官適用に関し

て非常にガードが固い，という説明であった。

第二は教官等の兼業の問題で，最近は若干緩

和されつつあるが，これについての考えを伺っ

た。これに対して人事官は，人事院としては極

力弾力化の方向を考えたいが，例えば大学の教

官が弁護士になることは，日本の関連法が兼業

を禁止しており，その意味では，人事院の問題

以前に，まずその改正が必要である，という説

明であった。

第三は任用の問題で，例えば公務員型の場合

も現行どおり国家公務員法が規定している試験

採用が原則で，選考採用は限定されて人事院と

協議しなければならないのか，特に大学共同利

用機関から特定プロジェクトの立上げに際し，

高度の専門的能力を有する者を選ぶ必要があ

り，それは現行制度では不可能なので，弾力化

の強い要請がある旨も説明した。これに対して

人事官から，弾力的に対応してもらえる旨の回

答があった他，現在，給与額は原則的に年功序

列というか経験年数で算定される制度であるの

で，それとは別に専門職として処遇を考える必

要があるという，問題点の指摘もあった。

以上の他，概ね次のような話が人事官からあ

った。

文部省は１大学１法人を考えている。その場
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○兼業，勤務態様，選考採用等における法人の

長の裁量範囲は決まっているのか，またそれ

はどういう法規で示されるのか－中身が決

まってからで,法形式も未だ決まっていない。

決まった土俵を前提にするのではなく，中身

の如何で土俵は狭くも大きくも出来ると考え

るべきである。

○法人の長と学長は同じか別カー経営と研究

教育は必ずしも一体とならないので別にすべ

き。経営問題に教官が時間を取られ過ぎてい

るのが，むしろ問題ではないか（私学・企業

関係者)。１大学１法人を考えているので,法

人の長は学長とするのが自然である（文部

省)。先行法人の場合，その長を理事長として

いない例も多い。国が設置者であることを考

えれば法人の長は学長でよいのではないか

（大学共同利用機関)。

○法人化後の大学運営にとって事務職員，特に

幹部事務職員の役割は大きくなるので，その

交流システムが問題である。

○学長の選考方法は学長の権限との関連で考え

られなければならない。この問題は「組織業

務委員会」と一緒に検討することを考えるべ

きである。

○国立大学の教官人事は時の政府の意向で左右

されないようにすることが肝要で，研究教育

に従事する者が厳しい自己規律をもって適格

者を選考することが基本である。

る企画立案機能のあり方，ｏ検討の視点を定め

ておくことの必要性，○一種のインフラとして

の会計基準の在り方，ｏ大学としての一定規模

の確保，○高等教育・学術研究において国が負

うべき債務，○諸外国との競争に勝てる大学の

必要性，○他の委員会の検討状況の把握の方法

等について意見が出されたが，第１回のため議

論は琴線に触れるところまでには至らなかっ

た。

第２回委員会は本間委員の研究室で取りまと

めた予算配分の仕組み・配分量等に関する研究

結果の説明を聞き，議論することとなった。

(勺

〆纈融員

J1、

２学長の選考・権限等について

議論の皮切りとして，小早川専門委員より，

次のような説明があった。

まず，ここで大学の管理運営機構がどのよう

なものになるにせよ,“大学運営における重要事

項の決定及び執行の中心となる，すなわち大学

の運営を総理する職，，が学長であるという前提

で考えた。

形式的な学長任命権は主務大臣が持つことに

なるかも知れないが，第一の問題は，学長の実

質的な選考を誰が行うかということであるが，

第一方式〔現行制度の，学内の教育研究組織ま

たは教官集団を基礎とする合議制機関（現行法

では評議会）が選考する〕，第二方式〔政府（文

部科学省)が実質的な選考を自ら行う〕，第三方

式〔政府によって任命されるが政府の機関でな

く大学（法人）の機関として位置づけられた理

事会において選考する〕が考えられる。個人的

には第一方式の原則が維持されるべきであると

考えるが，他の方式を取るべきという者に対し

て，それが何故適当でないかについて十分議論

しておく必要があると思う。

１１７
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（４）調査検討会鐡「財務会計制度委員会」の報告

鈴木座長より，次のような報告があった。

第１回委員会が10月19日に開催され，主査に

鈴木東京医科歯科大学長，副主査に石一橋大学

長と本間大阪大学教授が選出された。当日は，

ｏ委員会の検討対象の範囲，ｏ国立大学におけ
↓句



長の選考方法・権限を議論する場合，この問

題と連動した形で議論しないと意味がない。

○学長選任から権限行使までを，部局を基礎

とするチェックシステムで縛ってしまうのは

通らないと考えた。

○現在の大学自治，実質的には部局自治を前

提とする運営方式が大きな修正を迫られるこ

とになるが，このところは余り議論されてい

ない。学長の選考方法だけ切り離して議論す

るのは，危険という気がする。

○現在ほとんどの大学は直接選挙を行ってい

るが，形式的には評議会が選考する形になっ

ている。評議会がどう構成されるかは別にし

て，評議会で選挙するということばない。ま

た,教育研究組織という場合,外国では職員・

学生代表も選挙権を有する大学がある。第一

方式の場合，その点はどうか。

○そこは大学の自治の問題として処理したら

と考える。現在，法律上は評議会が選考する

ことになっているが，選出方法は大学自治の

問題で大学に委ねられており，その結果，多

くの大学が選挙を実施している。選挙権の範

囲も，大学自治に属するので，大学毎に決め

てよいのではないか，というのが私の出発点

である。

○学長体験から言うと，大学の意思決定にと

って－番重要なのは，どういうタイミングで

意思決定が出来るかである。現行の選挙に基

づく学長選出は，それだけ多くの信任を得て

いるので運営的にやりやすい点のある反面，

常に意思決定に際して，その背景にある選出

母体のことを考えなければならず，結果とし

てミニマム・コンセンサスにならざるを得な

いという面もある。この点は，国立大学の悪

しき面として社会的批判を受けてきた。学長

第二の問題は，学長の任期制の維持である。

法人の長の任期は個別法で定めるということに

なっているが，大学の場合，学内の教育研究組

織から選出されるというのであれば，任期制が

あって然るべきで，制度設計の際の前提として

強調しておきたい。

第三の問題は，学長の選考に関して第一方式

を基本とするにしても，①選考の過程で，学内

教育研究組織以外の意見（政府や社会＝学外の

意見）を反映させるべきか，また②学長の任期

中における一定の事由による解任制度を認める

か，その場合に誰が如何なる手続きで行うか，

③学長の解任に関して理事会に一定の役割を与

える制度はあり得るか，等の問題がある。

これら諸点は，学長職が誰に対して責任を負

う職であるかという問題に関連する。今から突

っ込んで議論する段階でないかもしれないが，

①大学は一定の人的集団であるとの前提に立ち

"大学人の集団"に対してのみ責任を負うと考え

るのか，②国立大学の設置者ないし国立大学法

人の設置者であり，その財政的支持者である政

府に対しても責任を負うのか，③仮に理事会を

置くとした場合，政府によって任命される理事

会が，国民を直接に代表するものとし，学長は

理事会を介して国民に対して責任を負うという

ような考え方はあるのか等について，予め議論

しておくことも意味があると思う。

以上の説明に関して，概ね次のような意見交

換があった。

○独立行政法人の役員の範囲は重要な問題で

ある。この仕組みは役員が経営者サイドで，

その他は管理される側になる。複数部局を持

つ大学の場合，部局長会議が大学の意思決定

に重要な役割を果たしているので，部局長が

役員となるか否かは重要な問題点である。学
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ｌま大学全体を－つの方向に向かってリードす

るという役割があり，その意味では学長選挙

の方法も絡んだ問題として捉える必要がある

のではないかと考える。

○大学の自主・自律性という観点から承て，

第二方式はよくたい。筑波大学の場合，前学

長の時に制度変更されたが，それまでは教官

は選挙で５名の学長候補者を決めるだけで，

それを受けて,評議会が学長を選出していた。

また評議会は学長のリコール権もあった。つ

まり学長は教官に対して責任を負うというよ

りも，評議会に対して責任を負うという方式

になっていた。現在，国立大学でこのような

学長選出方式を採用しているところはない。

○独立行政法人化した場合，法人の長は当該

法人の行う全ての行為に関して責任を負うこ

とになるが，第一方式と筑波大学方式では，

その責任の負い方が少し違ってくるかと思う

が，法律論的にはどのように考えたらよいの

か。

○経営と教学が一体と考えると，選出母体い

かんに拘わらず，学長が法人の経営と，大学

の教育研究の日常的運営を含めて全体として

責任を負うことになろう。原理的には同じで

ある。

○今の議論はその通りと思うが，行政学の観

点からは，現在の国立大学は国の機関で，国

の行政の一部として行われる場合，憲法上の

原理からは最終的には主務大臣が国民・国会

に対して責任を負うことになる。

第二に，財政民主主義の観点からは，現在

の国立大学は教官人事や教育研究の内容に関

してかなりの自由を有するが，その運営経費

は納税者の税金なので有効に使用するため事

前に使途と金額が決まっており，組織として

の実質的な運営管理は国の行政組織の仕組桑

の中で縛られている。独立行政法人化した場

合，その制度設計は別にして，大学に付与さ

れる運営費交付金の使用方法に関しては相当

な自由度が与えられるが，学長の責任は今ま

で以上に大きくなろう。

最終的にはやはり今の大臣を通して国民に

責任を負うという仕組みを作らざるを得な

い。独立行政法人化された場合，自由度が増

える分だけ，大学内部は勿論のこと，納税者

や国家に対する責任が重くなり，それを担保

する仕組糸が組み込まれないと，行革側の納

得は得られないと考える。どのような形で担

保するのかを問われた時に，きちんと担保手

段を提示できるかがポイントになってくるの

ではないか。

先程の報告にもあった通り，学長選出の内

部手続きの問題は次の問題であり，如何にし

てその仕組みを組み込むことによって，どの

ような学長が選出されるにせよ，きちんと責

任が負える形が仕組みとして出来るかどうか

がポイントと思う。この場合，学長選出が一

般投票であれ，評議会の選出であれ，余り変

わりはないと思う。選ぶ仕組みがよいとなっ

たら，次は，その人が不適格であった場合の

解任の話になろう。解任が不適当となれば，

何らかの仕組みで，事前の段階でフィルター

にかけるという話となろう。これらの点はか

なり重点的に議論しておかなければならない

ところであろう。

○学部長の扱いは最大の問題になりそうな気

がする。現在，学長が学部に介入することは

タブーとされている。しかし，法人の長とし

て，大学等に対して責任を持つといった場合

に，法人の長が裸にされては何もできない。
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のような方向に議論が向かった場合，重要な

論点になろう。

○大学審議会等，種との分野の方から学長権

限拡大の発言があるが，その内容は教授会等

の持つ学内権限委譲の話である。個人的意見

はそれとは若干異なり，学部を独立した事業

部と臂えると，競争力を持つためには，学部

の自主性や自助努力を奪うのは適当でなく，

むしろ専門家集団として応分の権限と責任を

付与すべきであろう。そうしないと大学とし

てのダイナミズムを欠くことになる。マイナ

ス面の象がクローズアップされているが，現

在の良い点をエンカレッジすることも必要で

ある。

○組織が大規模化し，それをトップが管理す

るとなると，逆に管理コストが増加し非能率

となる。その場合，権限を下ろし分権化し，

自由に内部で競争させた方が効率的であると

いう面もある。しかし，非効率な部局があっ

た場合，それをどうリストラできるかで，殆

ど拒否権に近いような権限を持つ現状に対す

る改善を外部から問われている。

○学長が学内でどれだけの権限を持つか，ま

た学外に対してどれだけ責任を負うかは表裏

一体の話である。独立行政法人タイプの制度

をあてはめる場合，学部の自主性をポジティ

ブに捉え，現状の良い面を残すのなら，その

分だけ学長権限を弱めるとともに，それに伴

う学長責任の範囲も狭めておけばよい。

○その場合でも，大学は法人として一つのユ

ニットになるので，外部から大学としての責

任を問われた時に，それをいかにクリアーす

るかという問題は残ろう。

○今の話を評価問題として捉えると，現在，

第三者評価機構は，大学全体の研究教育の評

その辺はどのように理解したらよいか。

○現行のように拒否権に近い自治権を持つ学

部長がいて，更に選挙で選ばれた学長がいる

場合，先程発言したような形で，責任を担保

できるかというのはかなり説得が難しい話と

思うが，最終的には学部・部局の自治に対し

て強い反感を持つ方も多いようなので，どう

いう形がよいか分からないが，少なくとも全

学レベルの自治ないしは経営管理能力を強化

する形(部局自治を制限する形）が取れれば，

大学としての自治を守れるという気がする。

○現在の評議員の出し方は，部局規模の大小

に拘わらず同数である。独法化された場合を

考えると，是非，この点も検討いただきたい。

○独法化されると学長権限は強化されると思

うので，人事・財政面等，学部・部局との関

係の中で，法人の長としての学長権限の望ま

しいあり方を詰めてほしい。

○実質的な権限として何が付与されるかは重

要な問題である。現行と異なる点は，労働協

約権が発生するし，非公務員型を選択すると

スト権も発生するので，交渉の必要が生じる

ことである。国の経費で運営されるので，余

剰金が直ちに給与アップに直結せず，そこが

一番,経営責任として問われるところである。

その際，大学の構成員である，教官と事務職

員をどう位置づけるかも難しい問題である。

教官集団を経営者と位置づけるのも数量的に

通らない。また，組織面からみると，学長と

その補佐体制をセットにして大学の中枢的な

意思決定の仕組みを考え，そこに学部長等を

組み入れることになろう。その場合，評議会

が各部局の利益者代表の集まりでなく，いか

に全学的な意思決定の場になりうるか，今ま

で国立大学が経験しなかった問題だけに，そ
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ｔ，例えば新規あるいは時限つきの教育研究プ

ログラムには適用するが，それ以外の継続的に

行われる教育研究活動には適用しない等，その

適用範囲を限定することが考えられないか。

第三は，同じく通則法の仕組承が適用される

と仮定して,各大学が掲げるべき大学の理念と，

中期目標・中期計画との関係を，制度上どのよ

うにつけるか。それぞれ一定の理念を掲げる各

大学と，その実現を支援する国との間で基本協

定を結び，その枠内で通則法の仕組象を作動さ

せるというような方式はどうか。

以上のような説明に続き，委員長から，次の

ように述べられた。

只今,小早川専門委員より説明いただいたが，

時間の関係で，これについての質疑応答は次回

委員会に行うこととしたい。本日は学長の問題

を中心に議論いただいたが，関連する委員会に

おいて更に詳細に議論願いたい。また，今後の

本特別委員会の議論の進め方としては，他の専

門委員会とも関連があり，全体的な議論が必要

だというテーマを専門委員会から提案いただ

き，それを本特別委員会で集中的に議論するよ

うにしたい。

価でなく，分野毎に部局単位で評価すること

になっているので，部局と大学全体との関係

に関して，評価の観点から整合性をとってい

く必要があると思う。

○現行の独立行政法人通則法は，法人の長は

法人業務を総理する，役員の職務・権限は個

別法で定めると規定され，その点は非常にフ

レキシブルに対応できる形になっており，い

かようにも制度設計が可能である。我食とし

ては如何に制度設計するかを検討しなければ

ならない。

同

銀､n日、

3．中期目標，中期計画について癌

小早川専門委員より，次のような説明があっ

た。

通則法の「中期目標→中期計画→各年度評価

→中期目標期間評価→主務大臣の検討と所要の

措置」という仕組象の適用によって大学の教育

研究活動が歪められないようにしないといけな

いので，以下の点について検討すべきものと考

える。

第一は,通則法の仕組み，特に最終部分の｢大

臣の検討・措置」は，憲法上，大学に対する関

係では無制限に許容されるものではないこと。

第二は，通則法の仕組みが適用されるにして

《、

'劔鼬颪

以上をもって本日の議事を終了した。
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(第７回）設置形態検討特別委員会
肉

日時

場所

出席者

平成12年11月30日（木）１３：３０～１６：１０

東京ガーデンパレス「須磨の間」

長尾委員長

中嶋副委員長

海妻，阿部，北原，鈴木，梶井，内藤，佐藤，松尾，杉岡,江口,田中各委員

馬渡，小早川，若杉，奥野，丸山，浦部，内田各専門委員

（大学共同利用機関）堀田凱樹国立遺伝学研究所長

長尾委員長主宰のもとに開会。

はじめに委員長より，代理出席者及びオブザ

ーバー出席者の紹介があった。

〔議事〕

てｊＨ､12.12.3.）からして，国と法人と大学

の関係について，更に詳細に議論し理論武装す

る必要があると考え，昨日，第５回拡大小委員

会を開催し，小早川専門委員及び上記研究会の

委員長でもある青山東京大学副学長に，国と法

人と大学の関係に焦点を絞って説明いただき意

見交換した。

この問題は，他の専門委員会に係わることな

ので，本特別委員会としても同様な議論をした

いという委員長の依頼があり，また，本日の議

題４に掲げられているので，小早川専門委員か

ら説明いただきたいと思っている。

２）「組織業務委員会」の報告

馬渡専門委員から，過去5回開催された｢組織

業務委員会」における国と法人と大学の関係の

関連発言について，詳細な報告があった。

β緬瓦

『F、

1．調査検討会議（文部省）の委員会及び本特

別委員会（国大協）の専門委員会の報告

第６回特別委員会開催以降の，専門委員会及

び文部省調査検討会議の委員会の検討状況につ

いて，阿部・松尾・鈴木の各座長より，概ね次

のような報告があった。

（１）鯛査検討会議「組織業務委員会」及び「第１

常置委員会拡大小委員会」の報告

阿部座長より,｢第５回第１常置委員会拡大小

委員会」（11月29日)の検討状況に関して，１)の

ような報告があった後，「組織業務委員会｣につ

いては，馬渡専門委員から，本日の議題４に関

連して，国と法人と大学の関係に焦点を絞り，

今まで「組織業務委員会」で出た関連発言を紹

介願いたい旨述べられた。

１）「第１常置委員会拡大小委員会」の報告

第１常置委員会の中間報告(｢国立大学と独立

行政法人化問題について」Ｈ,１１．９．７.）は，

法人・数学の－体を基本線としているが，昨今

の調査検討会議の議論や東京大学の国立大学制

度研究会の報告書（｢国立大学の法人化につい

Ｚ２２

Ｊ、

If1HFF、

（２）調査検討会議「目標評価委員会」及び「専門

委員会Ｂ」の報告

松尾座長より，「専門委員会Ｂ」（目標･計画・

評価）の報告，及び去る11月13日に開催された

｢第４回目標評価委員会」の検討状況に関して，

資料ｌ「調査検討会議『第４回目標評価委員会」

の報告」に基づき，次のような報告があった。

ｌ）「専門委員会Ｂ」の報告

「専門委員会Ｂ」は目標・計画・評価の問題

を中心に議論しているが，法人制度の基本や財
(￣



○設置形態に関わりなく大学として行うべきこ

とを押えておくことが大事であり，各大学が

持っている計画や目標等を持ち寄って議論す

ることもよいのではないか。

○教育研究活動には，評価する意味があること

と，無いことがある。

○目標にあっても，数値目標が意味を伴わない

ことがある。

○国立大学の財政状況は悲惨だから，この際，

思い切って法人化すべきである。

○中期目標を，大臣が白紙の状況で指示するこ

とは不可能だから，大学が事前に自分の考え

をしっかり持って上にあげるシステムが必要

である。大臣の関与を全く外すことは不可能

に近いので，現実には国の関与が形式的にな

るよう，両者の調整が大事である。

○教育については，社会で生じている新たな問

題，例えば学力低下の問題等，国立大学との

関連が深いので，その相互作用を考える必要

がある。中期目標が社会の色食な問題にどう

呼応するか等，地域社会との相互作用を念頭

において進めるべきである。

○研究には評価対象になりにくいが，人類にと

って知的財産として大事なものがある。

○教育目標は抽象的に過ぎると，美辞麗句の羅

列に陥るので，表現を考える必要がある。

○目標は独自性・具体性・地域性といったもの

がないと意味がない。

○例えば学生の視点とか，利用者（ユーザー）

の観点に立った大学運営が必要である。

務会計の問題等と密接な関係を持つので，それ

らのことを含め議論している。例えば中期計

画・中期目標は，長期目標・長期計画の中で位

置づけられるべきものである，と私どもは主張

するわけだが，これをどのようにイメージする

のか必ずしも明確でない。この問題は必ず出て

くると思うので，長期目標・長期計画の具体的

イメージ，中期目標・中期計画との関係，国立

大学に相応しい長期目標・計画とは何か，等に

ついて検討している。また，大学評価機構によ

る評価の役割とその位置づけ，あるいは主務省

評価委員会による評価の役割等も検討する予定

である。

２）「目標評価委員会」の報告

既に４回委員会が開催されており，１回目と

２回目は総論的な議論を行ったが，文部省から

検討課題も提出され具体的な審議の要請もあ

り，３回目は文部省提出の検討課題について自

由討議を行った。

第４回委員会は11月13日に開催され，主査よ

り，①中期目標の意義，課題，留意点，視点等，

②国立大学に相応しい中期目標についての具体

例について，各委員のメモを12月１日までに提

出することが諮られ了承された。次回は委員提

出のメモをもとに議論することとなった。文部

省から５月の連休前に取りまとめ願いたい旨の

強い要請があるので，第６回（１月５日）は評

価問題について意見交換を行う予定であるが，

２月頃には３名程度のメンバー構成で，論点整

理とか，検討のための素案作りの作業に入らな

ければならないのではないかと考えている。当

日議論された主な論点は，次の通りである。

○設置形態や国立学校特別会計については，仮

説的に考えられるケースを想定して目標・評

価のあり方を考えたらどうか。

同Ｉ
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（３）調査検討会識「財務会計制度委員会」の報告

鈴木座長より報告に先立ち，第６常置委員会

が行った国立大学の老朽化・狭陰化の改善のた

めの，施設整備の充実に関する要望書提出の報

１２３
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告があった後，次のような報告があった。

第２回委員会は11月17日に開催された。文部

省から「財務会計制度委員会における主な検討

課題(案)」が提出され，文部省が検討課題と考

えている事項に関する意見交換を行った。当日

は,次のような事項等について議論した。なお，

第３回委員会は財源措置について検討する予定

である。

○地方自治体から国立大学への財政支援の可能

性

○国立学校特別会計制度の維持の可能性

○財務会計制度のあり方と大学の適正規模との

関係

○運営費交付金の積算方法の在り方

○国立大学と大学共同利用機関との相違

○財務会計における国と各大学との関係の基本

的枠組みの検討

○過渡期と完成時との扱いの違いの明確化

○国立大学運営における効率性の問題

あったが，私立大学は関心が深く，慶応大学の

鳥居塾長は，慶応大学では財務会計を，日常の

給料ペース的な経理，基金運用に関する経理，

寄附金運用に関する経理等，４つのカテゴリー

に分け経理しているという，非常に興味深い内

容の報告があった。これについては一度詳細を

お聞きしたらどうかと思う。

なお，次回委員会は各委員会の審議状況を勘

案し，適当と判断される時に開催することとな

った。

続いて委員長の報告に関連し,梶井座長より，

次のように述べられた。

鳥居塾長の話で気になったのは，私立大学と

して注目しているのは，独法化した時に国立大

学の財務がどうなるかで，特に基金の設定をど

う考えているのかが大きな関心事であると話さ

れた。現在の国立大学は毎年，平等経費のよう

な予算配分があり，それで運営しているが，私

立大学は基金の設定が義務づけられ，国立大学

が法人化した時に，私立と同様に基金を設定し

て運営するのか，それとも従来と同様運営費交

付金等で処理していくのか，制度の組み方につ

いて非常に注目しているということであった。

私も今後の検討課題として取り上げる必要があ

ると感じた。

引き続き委員長より,次のように述べられた。

「専門委員会Ｄ」で，少し私立大学のことも

調べていただき，その辺のことも検討いただけ

ると有益と思うので，よろしくお願いしたい。

侭》

」鰻顯，

掘司

（４）調査検討会議「連絡調整委員会」の報告

長尾委員長より，１１月４日に開催された「第

１回連絡調整委員会」について，次のような報

告があった。

委員会では冒頭，文部省より座長推薦の提案

があり了承され，私が主査に選出された。また，

副主査には阿部充夫放送大学教育振興会理事長

が選出された。

第１回委員会のため，最初，調査検討会議の

４つの委員会の審議状況について詳細な説明が

あり，その後,連絡調整委員会を構成している，

国立私立大学団体及び大学共同利用機関の代表

者から，各団体の検討状況の報告があった。国

大協については私より簡単に報告した。

公大協はほとんど議論していないとのことで

１２４
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2．名古屋大学における設置形態に関する検討

状況について

松尾委員より，次のように述べられた後，配

付資料「法人格を取得した場合の名古屋大学の

運営について（案）〔検討の経緯〕」（Ｈ､12.11.
J￣U，



21.)に基づき，概ね次のような詳細な説明があ

った。

名古屋大学は，仮に国立大学が法人格を取得

することとなった場合に遅滞なく対応するた

め，２年前から「名古屋大学組織改革検討委員

会」（実質上，部局長会)を設置し，その下に将

来構想，組織，管理運営，新組織の創設等の５

つの小委員会を設け検討し，名古屋大学“学術

憲章,，と長期目標に相当する“アカデミックプ

ラン”を評議会の承認も得て，現在はこれに基

づき種含の具体的な検討を行っている。この案

の背景には膨大な資料が存在するが，骨格だけ

の簡潔な案として纏めているのは全構成員の理

解を得やすくするためと，万が一法律案に移す

際の便宜を考えてのことである。なお，この案

は学生を含めて，学内の意見を入れ少しずつ変

化しており，進化性を持つものである。

〔１．検討の趣旨〕

○名古屋大学憲章に則り，アカデミックプラン

を生かした改革を進めるため，名古屋大学の

制度並びに運営に関して必要事項を整理し，

検討する。

○国立大学の法人格取得を，名古屋大学の教育

研究並びに大学運営に生かす方策として検討

する。

〔２－１．運営機構二法人と大学の一体的運営〕

○法人と大学の一体的運営を基本とし，国が設

置する大学であること，したがって運営の基

本的費用は国によって支弁される。

○大学はその活動成果を広く国民・納税者に報

告し，説明する責任を負う．

○大学がその使命を十分に果たすためには，企

画立案機能と実施機能を－体とすることが必

要である。そのために法人の経営と大学にお

ける教育研究を分離することなく運営するこ

とが望ましい。

〔２－２．運営機構：法人の役員及び総長補佐〕

○総長の任期は一期５年を妥当としている。し

かし，総長は就任１年前に選出され，１年間

は評議会（執行部）に加わる形とし，実質６

年とし，次期中期計画の策定に携わるという

案が有力である。

○副総長は現行の２名（総務担当・学務担当）

の他，中期目標・計画，評価，財務等を担当

する１名を加え３名とし，その任期は２～３

年とする。

○監事は複数名とし，１名は学外から任用する。

○総長補佐は７名（財務，企画調整，評価・広

報，研究推進，教育推進，国際対応，社会対

応）を置く案を考えている。

〔２－３.運営機構：大学の審議機関及び関係機

関〕

○大学が自主的に意思決定を行うために審議会

を置く。審議会は大学の重要事項を審議する

全学的な審議機関とする。

○部局長会は，評議会による権限の委託を受け

て，大学運営に関する重要事項を審議すると

ともに，総長を補助し，部局間の協議や意見

調整，大学運営に関する企画立案を行う。

○運営会議を総長の補佐機関として新たに設置

し，企画立案，業務遂行に関して総長を補佐

する。

○運営諮問会議は総長の求めに応じて大学経営

及び教学の運営全般に関して総長に対して助

言・勧告を行い，大学はそれを尊重して運営

を行う。運営諮問会議は同時に，研究教育や

運営に関する外部評価機能を併せ持つ。

〔２－４．運営機構：部局の運営〕

○部局長がリーダーシップを発揮できるよう，

部局にも補佐体制を設ける。
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〔５．中期目標・中期計画〕

○大学は中期計画を策定して，大臣と協議して

合意を得る。その期間は５年とする。

〔６．評価〕

○計画期間中の毎年度末・計画終了時に，中期

計画で合意された教育研究活動の実績等につ

いて第三者評価機関の評価を受け，同時に主

務省評価委員会に活動状況を報告して承認を

得る。

○大学・各部局は，その活動に関して自己評価

を行い，評価委員会への評価報告書とともに

公開し，国民に対する説明責任を負う。また，

自己点検評価は厳正かつ客観的に行うため，

運営諮問会議や外部の専門家による検証にも

委ねる。

〔７．施設・設備の整備方針〕

○基本方針は，アカデミックプランに準拠し，

全学が策定する。

○整備計画は，中･長期計画と短期計画に分け，

全学委員会で検討し策定する。また，施設・

整備は財源問題に大きく依存するので，新た

な制度や方法を国に提案する。

○計画の実現状況を常に点検・評価し，その結

果を公表し，自助努力と社会的な支援の要請

につなげる。

〔８．財政〕

○政府から独立した法人としての特性を生か

し，教育研究等の大学活動の活性化に資する

財務制度の構築に努める。

○学内の予算配分方法を見直すとともに，長期

的な財務基盤の強化の方策を検討する。

○大学内の予算配分は各部局単位に行い，その

配分は厳正な評価を反映したものとする。ま

た，基盤経費の他に，傾斜配分予算も検討す

る。なお，名古屋大学では来年度より試行的

○部局が自主的に意思決定を行うために教授会

を置く。しかし，教授会は審議機関とする。

〔３．教育・研究組織〕

○大学における教育研究のための基本的組織と

して，部局組織と全学共通組織を置く。

○部局組織は，領域型部局と融合型組織に大別

し，前者は既存学問領域の教育研究の継承・

発展にあたり，後者は新規の学術分野を創造

する教育研究を行うが，その創設は全学的視

点に立ち,既存部局の再編整備により進める。

○全学共通組織は,「教学院,高等研究院及び共

通基盤支援機構(仮称)」で構成し，全学共通

の組織として教育研究，並びにそれを支援す

る機能を果たす。これらに要する財源は，既

存部局から一定の比率で吸い上げる。

〔４．人事〕

○総長は，教育公務員特例法の精神に従い，大

学が定めた基準により総長の申し出に基づ

き，文部科学大臣が任命するというのが原則

であるが，学内で現在の方法ではリーダーシ

ップを発揮できる人が選ばれ難いとか，選考

過程で学外の有識者を入れるべきとの意見も

出ているので,これは今後の検討課題である。

○副総長は，総長が指名し評議会が承認する，

現行制度を踏襲する。

○監事は主務大臣が任命するが，総長が定めた

本学の基準に従い，大臣に申し出るなど，大

学の意向を尊重してもらうような制度にして

もらう。

○教官人事は，教特法の精神に従い，総長が任

命する。また，総長や部局長が主導権を発揮

できる仕組象も検討する必要がある。

○事務職員の人事は総長が任命するが，複数大

学の連携により人事交流の可能な制度を作る

必要がある。

１２６

'F可

綿顯､

へ

'金

J■:FHh

傍、



に実施することとなっている。

○期間中の剰余金は次年度に繰り越すが，終了

時の剰余金は大学が留保し，有効活用する仕

組承を考える必要がある。

○法人格を取得した場合，大学が基金を持ち，

大学が出資，あるいは運営資金を拠出する可

能性も生じるので，新たな仕組みを考える必

要がある。また，従来は地財法の関係で，地

方自治体からの援助は不可能であったが，こ

の点も可能となるかもしれず，その場合は積

極的に利用し財政基盤の強化を図っていく必

要がある。

〔９．大学問連携〕

○自主自律を基本としつつ，大学間の必要な連

携を確保するため，現在の国大協に対応する

ような連合組織を作る必要がある。

○その連合組織は，現在の国大協に類似した役

割を担うとともに，事務職員人事の一元的な

運用等の業務を担う。

が，第三者評価機構のアカデミック評価を受

けて，資源配分を考えるのは主務省評価委員

会の役割だが，これを大学において導入する

場合，主務省評価委員会の評価方法等との整

合性について注意する必要がある。

○部局長会と運営会議の関係だが，部局長会

が企画立案を行い，評議会が審議して意思決

定したものを，運営会議が中心となって実行

するということか。

○評議会・部局長会は審議機関（意思決定機

関）であり，運営会議は執行機関と位置づけ

ている。

○部局長会が重要な役割を担っていることは

分かったが，現行において部局長会の法的根

拠はなく，各大学は評議会に先立ち部局間の

意見調整等，評議会の委託を受け執行部を補

佐するため慣例的に置いているだけで，そこ

は一つの問題点だと思う。

○部局長会の位置づけは,評議会の議題整理，

各部局の連絡調整等だが，実際には評議員が

五十数名おり，議論して集約させることは困

難なので，部局長会で行っている。そういう

伝統もあり，その位置づけは非常に難しいが，

審議機関であるということで学内的には納得

いただいている。各大学でも検討が進んでい

ると思うので，他大学のことも学ばせていた

だき，一番よい形で，大学構成員の納得が得

られるよう改善していきたい。

○総長の任期は中期計画等に連動する形にな

っているが，総長がリーダーシップを発揮し

て，いろいろと物事を決定するため，どのよ

うな権限を持つべきと考えているか，また逆

に中期目標に到達しない場合の場合の責任の

取り方をどのように考えているか。

○答え難い質問だが，私個人としては総長が

炉、

f愈魯､Ⅲ
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以上の説明に関して，概ね次のような意見交

換があった。

○この問題を大学で議論する場合，必ず出て

くるのが，リーダーシップとポトムアップの

関連である。例えば，評議会と部局長との守

備範囲というか，どうバランスをとったらよ

いか，考えをお聞きしたい。

○評議会の位置づけは非常に難しいが，大学

審議会答申でも審議機関と謡っているので，

案では大学が自主的に意思決定を行うため評

議会を置くとした。しかし，実際には決定に

際して，評議会の審議結果を尊重していくこ

とになろうし，学内でもそのように説明して

いる。

○部局への傾斜配分予算の導入の話があった

｢、
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設置方式そのものは，直接方式と間接方式が考

えられるが，どちらについても独立行政法人通

則法にいう独立行政法人として位置づけるのか

杏か，その選択は有り得ると説明したし，また

東京大学国立大学制度研究会の報告書も独立行

政法人になるか否かは言葉の問題であると書い

ている。この青山パーパーでは，やはりそこに

も問題があるので，やはりそこにも問題がある

ので，入口では余り議論しないで，中味の制度

設計をした方がよいというのが趣旨であると思

う。

これに対して，昨日の第１常置委員会拡大小

委員会では，最初に独立行政法人とされてしま

うと，そのあと通則法からの距離をとることが

難しくなる旨の発言があった。そこは私どもか

ら見ると，名前の問題で，中味を代えればよい

のだと思うが，政治的な観点からすると，そこ

はやはり態度を明確にして最初から頑張るのか

どうか，そういう問題はあると思う。

以上の説明に関して，次のような意見交換が

あった。

○小早川専門委員は非常に客観的に書いてお

り，青山ペーパーと合わせ読んだ時に，直接

方式（直接設置方式）がこれまでの国大協の

議論から象て一番馴染みやすいと理解した。

また，独立行政法人という言葉は，国大協の

中では長い間議論され，一定の批判を含め共

通理解があると思うが，外部の人が加わった

文部省の会議では全くその点は欠けているの

で，やはり国立大学法人法としての整理の方

がよいのはないかという，これは空気ゑたい

なものですが，そういうものが第１常置委員

会拡大小委員会でありましたので，補足させ

ていただく。

○国立大学法人法と独立行政法人通則法との

最終責任者であるから，責任をとるのは当然

と思っている。また，評議会の決定を総長が

認めないこともあり得ると思っている。

○先生はどのように考えているのか。

○後者の場合，個人的には総長のリコール制

等を何らかの形で導入するような大学運営が

合理的ではないかと思う。

ffEＳ

3．法人格の取得について

小早川専門委員より，配付の資料３「国立大

学法人化における国と法人と大学との関係」に

基づき，詳細な説明があった。

引き続き小早川専門委員より，資料４「｢国立

大学法人法（仮称)」の総論的問題」の「法人の

設置者，大学の設置者」及び「法人と大学の関

係」は資料３と重複するので省略する旨述べら

れた後，次のような説明があった。

冒頭で報告のあった通り，資料４は昨日，青

山東京大学副学長が第１常置委員会拡大小委員

会で説明した資料で，東京大学の国立大学制度

研究会の報告書のスタンスを取りまとめたもの

と理解している。

国立大学法人法を考える場合，どういう形の

法律となるか，ここでは規定範囲という形で考

えると，二つが考えられるとしている。①包括

規定法式＝東大研究会案：この法律一本で，国

立大学に共通する事項を規定し，全国立大学に

法人格を付与する。大学毎に個別に必要な事項

は，政令・省令及び学内規則で定める。②個別

法方式＝独法方式：国立大学に共通な事項を定

める通則法を制定し，かつ，それに加えて各国

立大学毎に名称，目的，業務等を「個別法」で

定めて法人格を付与する。

国立大学法人法と独立行政法人通則法との関

係は大変微妙な問題と思う。私は先程，大学の
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関係だが，通則法の枠組みを前提にして見る

と,独法化するという場合でも，大学として

絶対に外せないという部分があると思うの

で,やはり独立行政法人の枠組みを離れて，

国立大学の法人化の形態についても考えてい

く必要があると考える。この場で態度決定し

ておく必要があるのではないかという印象を

持った。

○先程説明のあった直接方式<Ａ＿ａ方式．

Ａ－ｂ方式＞だが，Ａ＿ａ方式が今の実態に

近いが，平たく言えば｢国が大学を設置する。

それを法人と読み替えてもよい」というＡ－

ａ方式は外から攻められた時に，乗り切れる

であろうか。

○Ａ－ａ方式方式は不可能ではないが，立法

技術的に言うと，法人でないものが学校にな

ることによって一挙に法人となるというとこ

ろがある。これは現行法上ない。戦後，従来

存在していた事業体が法律をもって公社とな

った例（日本国有鉄道）があるが，その後は

ない。法人を作るには，それなりの手続きを

踏糸，設立委員が準備して登記しなければ法

人となれない。その点，Ａ－ａ方式は，法制

局を通りにくいかなという気もする。次はＡ

－ｂ方式だが，これは「国が法人を設立し，

それを大学とする」ということで，その法人

は当然に設立委員の必要なしに大学となる。

私はどちらかと言うと，後者の方が通り易い

と思う。

○「組織業務委員会」において提出されると

思われる意見との関連で，どのような反論が

有り得て，それがどの程度耐えられるか，と

いう観点からお考えを伺いたい。

Ａ－ａ方式はかつての日本国有鉄道と同じ

で｢法律的に設置して，それを法人化とする」

という方式で，一種の公社格である。これを

大学に適用すると，学校教育法の学校という

公社という形になる可能性が高いので，私も

法制局との関係で大丈夫かという気がする。

そうなるとＡ－ｂ方式の可能性が高くなる

が，問題は国が法人＝大学を設立する場合，

国が法人の設立者になる，そうすると，国の

法人が，大学という法人をつくるということ

になり，大学の設置行為というよりも，法人

の分化行為と受け止められて，学校教育法第

２条の，国の大学設置行為が当てはまるかと

いう議論が生じるので，法律的にこの点で大

丈夫だろうか，というのが第一点である。

第二は，学校教育法第５条に設置者管理主

義があるが，Ａ方式は国が設置者で，管理者

である。この大枠は現行形態と異ならないの

で，何故，現在，法人化するのかという問題

に対して答えていない。

最後に，Ａ－ａ方式の場合，設置者負担主

義で，経費負担は国が行うことが前提になっ

ている。従って，独法の場合，基本財産や運

営費交付金の仕組みによる必要がないわけで

ある。すると，独法の仕組みに入らない，入

る必要がないと逃げられるという感じがす

る。それはそれでよいことと思うが，他方こ

れによって５年の配分校費は現行のように特

別会計で一般会計から繰入れることになると

考える。その点，問題を明確にする意味で敢

えてお聞きしたい。

○第一の点は，Ａ－ｂ方式（国が国の立法の

中で国立大学法人を設立する。それは学校教

育法にいう大学とし,設置許可は不要とする）

は，そういうことを法律の中で決めるとすれ

ば，そういう方式を作ること自体で，国が大

学を設置することになる。そう主張して頑張
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ないと思う。

○先程からの議論は，恐らくＡ－ｂ方式が譲

れない線なのかどうか，詰めているのだと思

う。立法論上，突破していかなくてはならな

い部分もあると思うが，先程の名古屋大学の

様々な内容を拝見すると，やはり法人格の取

得はポジティブに評価し，法人と教学の－体

が譲れないとすれば，法人を設立して，それ

が同時に学校教育法上，そのまま大学とみな

されるという形でパッケージにした形が譲れ

ない線になるのではないかと思う。

概ね以上のような意見交換があった後，委員

長より，次のように述べられ，委員会はこれを

了承した。

阿部委員が第１常置委員会の様子を話された

ように，国立大学法人法という，場合によって

は通則法の中には入らないかもしれない枠組み

で，現時点では，経営と教学を一体として考え

ることを前提にして，今後この国立大学法人法

という形で各専門委員会において議論していた

だければと思う。また，議論の過程でも，もし

矛盾点などが生じたら，それについては別の可

能性もあるということを併記いただき，議論を

進めることとしたい。

れるのではないかという気がする。

第二の点〔Ａ方式の場合，なぜ，法人化す

るのか〕は，－番シビアな問題と思う。一つ

は，法人化が自己目的的に存在するわけでな

く，私は先程理念的に法人化はそれ自体意味

があるかもしれないと言った。それはあくま

で理念ないし象徴の話で，実際に法人化する

とそういう変化が生じるということではない

が，いずれにしても問題は自己決定の余地が

増え，自己責任の範囲が増えるかということ

である。自己責任という場合，評価の要素を

強く組み込んだ自己責任が要求されよう。制

度的には，法人化せずに変わることは可能だ

が，法人化して，国からある程度の距離を保

った上で,自己責任体制をつくるというのは，

一つの自然な方向かとも思う。

最後の点だが，現行の国の財政会計制度か

ら離れない年次予算方式で行う方式もあり得

るわけで,その場合は本当に形だけの法律で，

言われたようになると思う。そうでなく，独

法化するかどうかは別として，例えば５年と

いう目標期間をつくり，それをペースに評価

も組み入れ,財政制度を組み立てるとすると，

別法人にした方が仕組糸は分かりやすいの

で，そういう考え方というか，制度の組み立

て方は十分あり得る。設置者負担主義がある

から法人化の必要がないということにはなら

1?TＩ

ﾉﾘ鰯11、

岸、

Ｆや

β綴nｈ

以上をもって本日の議事を終了した。
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(第８回）設置形態検討特別委員会

日時平成12年12月21日（木）９：３０～１２：００

場所学士会分館（本郷）６号室

出席者長尾委員長

中嶋副委員長

阿部，鈴木，梶井，内藤，佐藤，石，松尾，杉岡，江口，田中各委員
馬渡，小早川，森田，若杉，奥野，内田各専門委員

（大学共同利用機関）堀田凱樹国立遺伝学研究所長

rP、

長尾委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕

ける国の役割，納税者・社会の視点から見た国

立大学等，調査検討会議の他の委員会で出され

た意見も含めて整理した資料「国立大学の独立

行政法人化の基本的な考え方に関する主な意見

と論点｣,②国大協や自民党等の報告書などから

抜粋した「国立大学の運営組織のあり方に関す

る主な意見と論点」を比較対照的に整理した資

料，③大学共同利用機関に関する資料が配付さ

れ，文部省より資料説明があった後，自由討議

に入ったが，その大部分は事務官の事務組織の

あり方に関する討議で,特に結論は出なかった。

引き続き，馬渡専門委員より，事務官の事務

組織のあり方に関する自由討議の内容につい

て，概ね次のような補足説明があった。

前回委員会において事務組織は大学自治の担

い手であり得るかという意見があったが,今回，

ある委員よりこれに関連して，これは現在の事

務組織は単に徹底した執行に従事すればよいと

いう考え方があるためで，こういう現状につい

て反論はできるが，法人化した場合に今の教官

組織と人事組織の関係のままというのは問題で

あって，事務組織の権限を明確にしていく必要

がある，よきパートナーとして働きたい旨の発

言があり，この発言を巡り，事務の経営参加を

考慮すべきである等の意見を含め，自由討議が

行われた。

その主な発言は以下の通りである。

１３１
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Ｌ調査検討会議（文部省）の委員会及び本特

別委員会（国大協）の専門委員会の報告
侭、

第７回特別委員会開催以降の，専門委員会及

び文部省調査検討会議の委員会の検討状況につ

いて，阿部・松尾・梶井・鈴木の各座長より，

概ね次のような報告があった。

（１）調査検討会議「組織業務委員会」及び「第１

常邇委員会拡大小委員会」の報告

阿部座長より，「第６回組織業務委員会」（１２

月14日）及び「第６回第１常置委員会拡大小委

員会」（12月15日)の検討状況に関して，概ね次

のような報告があった。

１）「組織業務委員会」の報告

組織業務委員会は12月14日に開催された。

前回特別委員会において，前回の組織業務委

員会で作業委員を置くことが決定した旨を報告

したが，第６回委員会では主査より作業委員３

名（小早川・浦部・馬渡委員）が推薦され，異

議なく了承され，主査より，作業委員に対して

論点整理及び資料整理等の依頼があり，次回委

員会（１月30日）は作業委員の作成した資料に

基づき協議することとなった。

次に，文部省より①高等教育・学術研究にお
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以上の説明に関して，概ね次のような意見交

換があった。

○只今の説明にあったように事務職員は試験

採用が原則だが，法人化すれば弾力性が増す

というのは，法人化に伴って，当然，弾力性

が増すということか。私はそうなっていない

と理解しているが，その点どうか。

○必ずしも文部省側の真意は分からなかった

が，現行法上，国家公務員法は原則的には試

験任用だが，任用方法として試験と選考の２

種類があり，人事院の審査を経て許可されれ

ば選考でもよいこととなっている。現在，大

学教官はその規定で選考している。

○一般職員の場合，人事院と個別協議となっ

ているが，それが緩むという説明なのか。

○制度的に緩むということは明言しなかっ

た。

○１２月18日開催の「人事制度委員会」でも同

様な議論があり，そこでは人事院の定めた４

級職以上の職員（看護婦）は一括選考が可能

であるが，例えば診療内科のコメディカル・

スタッフ，病理解剖の補助者，資料保存の技

術者等は，文部省から人事院に個別に承認を

求める必要がある。その任用に関しては，独

法化した場合でも，国家公務員型であればそ

の適用が外れることは制度的にはない，とい

う説明であった。

○選考採用の幅の拡大はかなり強い要求であ

る。現在，これに関して明確な回答はない。

これは公務員型を採る場合にどう人事院に持

ち込むかという，今後の制度設計の仕方とも

繋がる問題なので，今から可能性があるよう

に言われると，誤解を生みかねないので，そ

の点を危'倶した。

○今まで幹部事務職員は大学在職期間が短く大

学のためということが見えにくかったが，最

近は事情が変わって来ている。大学事務官を

学内の法人の一員として位置づけ，大学経営

に関与させるとか，優秀な人材は大学に繋ぎ

とめておく等のことが必要である｡その場合，

事務職員の公務員型に固執すると経営センス

を持った人材の引き抜きが困難となり，公務

員型に固執するか否かがポイントである，旨

の発言があった。これに対して，公務員型と

いっても，それぞれ持つイメージが異なり，

明確なイメージが必要である。また，課長以

上は文部省人事で動くが，補佐以下は学長が

任命権を持っている。学長はその点，誤解し

ている面はない，という発言があった。

○独立行政法人の公務員型と，現在の国家公務

員との違いを説明願いたいという発言があっ

た。これに対して，文部省より，国家公務員

試験合格者から採用するのが原則であるが，

これはあくまで原則であって，独立行政法人

に移行した場合，①人事権は文部大臣から学

長に移行し，法人の長の裁量の余地が拡大す

る，②給与は国の給与法の適用から外れて法

人単位で決定できる，③団体協約締結権が認

められる，④服務規定もほぼ同様であるが争

議権はない，⑤人事異動は広域人事が不可欠

で，その仕組承が必要である，⑥人件費が研

究費を食う危険性もある。その場合は定員等

の報告義務があり，翌年度の運営費交付金に

対してペナルティーが課せられる可能性があ

る等，明確な回答があった。

○公務員型･非公務員型は重要な問題であるが，

国と法人の関係如何によって事務職員の果た

すべき役割及びその扱いも異なってくるの

で，非常に微妙である。
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次に，委員長より次のように述べられた。

只今の報告にもあった大学共同利用機関の件

であるが，今後，本特別委員会が審議を行う中

で,その位置づけが問題となると思われるので，

堀田所長よりお話いただきたい。

引き続き，堀田所長より概ね次のような話が

あった。

大学共同利用機関は,「国立大学等の独立行政

法人化に関する調査検討会議」の「等」に含ま

れるとのことで，本特別委員会に参加させてい

ただいている。しかし，段点と議論が進み，法

人像も明らかになりつつあるが，委員会の性格

上，国立大学中心に検討が進まざるを得ないと

思うが，その中で大学共同利用機関をどう扱う

か,どこかの段階でご示唆いただければ有難い。

例えば，国立大学法人法のような概念をつく

る場合，大学共同利用機関をその中でどう位置

づけるか，またその位置づけの方法としては，

一応の概念構成が出来た段階で位置づけるか，

同時進行的に検討を行うのか，現在，方針ない

しは考えがあればお聞かせいただければ私ども

の検討の参考としたい。

以上のような話を受けて，概ね次のような意

見交換があった。

○仮に国立大学法人法が出来たとしても，大

学共同利用機関を制度的にどう取り込むかは

非常に複雑な話で，簡単に答えはでないと思

うが，考える枠組糸としては，現在でも大学

共同利用機関は国立大学と呼ばれており，そ

れは定義の問題と思う。従って，大学共同利

用機関を法人として国立大学法人の中に含め

るという定義をおけば可能と思う。あとは実

際の問題について，例えば大学自治の保障が

かかわるのか否か等の問題を，制度設計の要

件として考えるかどうかだと思う。長の選任

方法，管理運営組織等，基本的に準用するこ

とではすまない。制度設計するとなると，別

個に大変な作業が必要と考える｡そうすると，

国立大学法人という名称で括るとしても，例

えばＡ型とＢ型に分け，法律のイメージでい

うと，規定もかなり異なるという気がする。

○同様な意見である。機関の長の選考方式，

自治権等，機能が異なるので，国立大学と同

じとすると，現在の仕組糸と相当違ってくる

面が生じると思う。ここは相互に余り無理を

せず，包括的には国立大学法人法の中に入れ

て扱うとしても，ある部分は別の扱いとする

のがよいと思う。

○アメリカの研究所はある意味では独立性が

高く，大学よりも優れた意義を持つところが

多い。日本でも国立民族学博物館等，世界的

にも優れた地域研究を行っている。そのよう

な機関は国立大学と一緒であるよりも，思い

切って独立した方が社会的に発信力も強まる

し，もっと大きな展開も可能と思うが，この

ような考えを持つ人はいないのか。

○日本の中心的な研究機関としての方向性は

あると思うが，大学共同利用機関は共同利用

という機能が非常に重要で，大学から独立し

た場合，十分機能するか否か疑問である。大

学共同利用機関が苦慮しているのも，その点

が大きいのではないか。

○大学共同利用機関には様含な検討の部会が

あるが，積極的に国立大学と切り離して，独

立した概念として考えようとしている人はい

ない。また，政治的には，一時，政治家は大

学共同利用機関を他省庁の試験研究機関と同

一視し，行政の末端組織と位置づけるという

考えの下に，大学共同利用機関を国立大学の

法人化以前に独立行政法人化するという案が
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（２）調査検討会議「目標評価委員会」及び「専門

委員会Ｂ」の報告

松尾座長より，１２月11日に開催された「専門

委員会Ｂ」（目標･計画･評価）及び12月13日に

開催された「第５回目標評価委員会」の検討状

況に関して，配付資料に基づき，次のような報

告があった。

１）「専門委員会Ｂ」の報告

文部省調査検討会議の目標評価委員会では，

各委員に「中期目標・中期計画の意義，課題，

留意点，視点」と「国立大学に相応しい中期目

標についての具体例等」について意見提出を課

しているので，これを受けて12月11日に「専門

委員会Ｂ」を開催し，１２月13日の「目標評価委

員会」に国大協の意見を反映すべく議論した結

果，専門委員会Ｂの意見は一括整理して提出す

ることとした。なお，大学共同利用機関は特殊

な事情もあり，堀田所長が別個に意見を提出す

ることとした。

また，専門委員会では，今後の進め方を議論

した結果，今後は目標評価委員会で具体的な話

が出てくると思うので,次回は一般論に留めて，

３名程度で作業部会を設けること，また作業委

員を誰に依頼するかを相談した。

その他，当日は次のような議論及び情報交換

を行った。

○目標・評価について，ラフなものでも案が提

案されると修正が非常に困難になるので，特

例的に出来るよう委員会で考え，調査検討会

議で発言する。

○国立大学側として，これ以上は譲れない線を

明示しておく必要がある。

○それぞれ専門委員会が並行的に審議を進めて

おり，他の委員会の結果を見てから中期目

標・中期計画の内容を描くのは困難なので，

示されたが，私どもはその誤解を正し，現在

に至っているという経緯もある。下手に独立

ということを発言すると，再びその波に洗わ

れる恐れがある。

○大学共同利用機関は他省庁の研究所とは異

なり，著しく大学に近く，大学と一緒に考え

るべきだということで，国大協の総会等にも

オブザーバー出席をお願いした。ただ，大学

共同利用機関は国立大学と異なる点が多々あ

り，並列的に議論すると非常に難しい問題が

生じてくるので，大きな括りとして国立大学

法人の骨太い議論の中に含めて検討を進める

のがよいと考える。最終的には先程も話があ

ったように，別の法的措置を取る必要が出て

くると思うが，大きい括りとしては国立大学

と一緒である方がよいと考える。

以上のような意見を受けて，堀田所長より次

のように述べられた。

当初は国立大学を中心に考えて，法人像が

徐灸に明確になってくる過程で，大学共同利用

機関をＡ型かＢ型かは分からないが，最終的に

は包括的に取り込む可能性はあると理解した。

私どもとしては，大学共同利用機関のことは検

討の範囲外であるとの考えを持っているなら，

別の制度設計も検討せざるを得ない。只今の話

のように，制度設計の過程で，最後には取り込

み得るような柔軟性を持った立て方をお考えい

ただければ有難い。

２）「第１常置委員会拡大小委員会」の報告

第１常置委員会拡大小委員会は，組織業務委

員会の翌日（12月15日）開催し，拡大小委員会

として様台な観点から議論した。現在，それを

整理している段階で，意見の取りまとめが終了

したら本特別委員会に提出したい。
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例えば法人組織・財務会計のあり方など，最

良と思われるものを仮定として設定して取り

まとめたらどうか。

○国大協ＯＢの話として調査検討会議の取りま

とめが総務庁を突破できないのではないか。

○改革推進本部の関係者は中期目標・中期計画

の個所は独立行政法人の根幹にかかわるので

修正を認めない姿勢が強い。

２）「目標評価委員会」の報告

資料１「文部省・調査検討会議「目標評価委

員会」への意見（設置形態検討特別委員会専門

委員会Ｂの意見)」及び資料２「文部省･調査検

討会議「目標評価委員会」への意見（堀田国立

遺伝学研究所長の意見)｣は，調査検討会議への

意見である。なお，専門委員会として意見が一

致しない部分は個別意見として提出した。

引き続き，松尾座長より資料ｌの詳細な説明

があった後，資料３「調査検討会議「第５回目

標評価委員会」の報告」に基づき，概ね次のよ

うな報告があった。

去る12月13日に開催された「第５回目標評価

委員会」では，主査より３名程度の作業チーム

設置の提案があり，次回会議において主査が作

業委員を推薦することとなった。

続いて，各委員から寄せられた中期目標．中

期計画についての意見の説明，大学共同利用機

関の法人化に関しての資料説明があった後，審

議を行った。

中期目標・中期計画についての主な意見は，

次の通りである。

○他の３委員会との関連が大事だが，国立大学

の設置形態については仮説として設定してお

いて，目標・評価を検討することになるので

はないか。

○中期目標・中期計画は大学が自主的に作成し

た長期計画・長期目標に基づいて作成される

べきである。

○国は国公私立大学の役割分担のグランドデザ

インを示すべきである。

○人材養成の他，次の時代の文化を支えること

についての国のグランドデザインやそれに大

学がどう位置づけられているかといったこと

が分からない。

上記のような国の基本方針がない等の指摘に

対する文部省の反論を紹介すると，次の通りで

ある。

○文部省としての高等教育や国立大学について

の施策は，時代の要請に応える形で政策を実

行してきた。

○46答申は，大学についての幾つかの類型を示

し各大学が選ぶことになっているが，各類型

についての量的制限はしていない。時代の要

請に応じて変化してきた。

○国公私立大学の役割分担は，峻別して線を引

くことは難しい。

○学部・学科の改組の自由度を与えることにつ

いて，学部や研究科を全て大学に委ねるのは

適当でないが，学科等については大学に委ね

ることを考えている。

最後に，主査のまとめとしては，荒削りでも

よいから，可能なデザインを考えることを含め

て論点を整理し，議論を進めることとなった。

以上のような報告があった後，次のような意

見交換があった。

○通則法という非常に重い法律があるが，こ

れは中期目標・中期計画から始まっていると

言っても過言でない。中期目標の指示や中期

計画の上申，それに対する許可は形式的にで

も外すことは非常に困難であるという意見が

専門委員会でも多い。しかし，大学等の教育
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として出ているが，それは多岐的な性格を持

つ概念である。中期目標・中期計画は運営費

交付金と結びつくし，アカデミックな問題と

も結びつく。この両方の違う側面をどういう

形でうまく結びつけていくか，ということが

重要な問題である。今，問題となっている目

標・目的は分野別の中期目標であり，中期目

的である。現在，評価は大学評価機構の評価

を尊重することになっているが，これはあく

までアカデミックな部分についてである。財

務等の部分は対象外で，それは主務省の評価

委員会が行う。すると主務省評価委員会と大

学評価機構との関係など多様な問題が出てく

る。これについて全学と部局の関係，そして

大学はどこまで関与するか，また通則法にど

こまで取り入れるか等，問題をうまく整理す

る中で，その接続を交通整理しながら，国立

大学の立場を出来る限り生かしていくことが

ポイントと思う。

研究機関では長期目標・長期計画あっての中

期計画なので，現在，第８常置委員会及び専

門委員会Ｂでは，中期目標・中期計画の基礎

となる長期目標・長期計画のデザインを宿題

として検討している。

○今の問題は重要な問題である。独立行政法

人通則法の最も大学に適合しない部分は中期

目標・中期計画，評価，運営費交付金の三つ

と思う。これが大学自治を一番制約する。現

在検討中の長期目標は大学の理念と思うが，

長期目標は自主的に作成・点検するのが本来

の姿で，教育研究について中期目標の指示や

中期計画の許可はあってはならないと個人的

には思っている。繰り返しになるが，私ども

が考えている長期目標と，独法化に用いられ

る中期目標とは根本的に異なると考える。

○只今指摘のように中期目標・中期計画は大

学の実情に合わない点があり，大学側の対案

として中期目標は大学が作成するということ

が割合と気軽に言われるわけだが，大学が中

期目標･中期計画を作成するとなると，何故，

目標と計画を分けるのか，そのような設計は

有り得ないと，当然，指摘されよう。従って，

その点は大学側としては，通則法の根幹シス

テムを全面否定するか否かを含め，慎重な対

応が必要と思う。

○通則法の根幹部分を外すことは困難と考

え，大学側のイニシアティブが確保できるよ

う，目標・計画は主務大臣と協議して同意を

得るという形を描いている。また,長期目標・

長期計画も漠然としたイメージだけでなく，

中期目標・中期計画に連動する，いわば大学

理念の創造のような，コンセプトづくりが必

要であろう。

○目標・目的という概念は非常に重要な言葉

Ｚヨ６
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（３）調査検討会謡「人事制度委員会」及び「専門

委員会Ｃ」の報告

梶井座長より，１２月15日に開催した「第５回

専門委員会Ｃ」（人事システム)及び12月18日に

開催した「第４回人事制度委員会」の検討状況

に関して，次のような報告があった。

１）「専門委員会Ｃ」の報告

専門委員会では，二つのことを協議した。

第一は，資料４「学長選考等についての調査

について（お願い)」の通り，専門委員会におい

て学長選考方式等を議論するため，各大学に学

長選考規定の資料提出をお願いしたので，宜し

くお願いしたい。

第二は，本日の議題３「法人化後に持つべき

連合組織について」に係わり，人事の流動組織

FPh
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を中心に集中的に議論を行った｡この件は後刻，

森田専門委員より報告したい。

２）「人事制度委員会」の報告

第４回人事制度委員会では，資料として①国

立大学の教職員の種類，②大学における教員採

用の方法，③国立大学教員の流動状況，④大学

教員等の任期制の概要，⑤国立大学の事務系職

員の人事の仕組み，⑥国立大学の事務組織の例

が配付され，審議が行われた。本日はその内，

③～⑤を参考資料として配付した。

当日は,配付資料についての質疑応答があり，

その主な内容は次の通りである。

○かつての大学管理法の際の議論は，参考にな

るところが大きいとの議論があり，文部省に

関係資料の提出を依頼した。

○今後，流動化の問題に関連し，教員の任期制

が強く要求されることが予想され，任期制の

問題，例えば，任期制導入の活発化にはイン

センティプの働く制度が必要であるとか，国

立研究所で実施されている任期制との比較等

の議論を行った。なお，文部省は，例えば任

期５年で再任不可の任期制の場合，給与の特

別措置は可能か等，人事院と接触を開始して

いる。

○法人化の場合,給与は各法人に委ねられるが，

文部省からもその点は任期制に伴い，処遇制

度は大分変わる旨の回答もあった。

○事務職員の流動化システムは，将来的には各

大学が自由に任用権を行使できるようにすべ

きであるが，俄かには実施しがたいので，当

面は暫定的に全国的な流動組織を考えなけれ

ばならない。

○事務系職員については，全国展開している幹

部職員2,000名の，法人間の異動の問題と，法

人の長の人事権行使の問題をどう調整するか

が大きな論点で，その連絡調整機能が必要で

ある。この点は，現行の仕組承を相当長期に

わたり配慮した制度設計が必要である。

○技術職員は専門性が強く要求されており，有

能な技術職員の確保の障壁として試験採用の

問題と処遇の問題がある。技術職員のあり方

について，もっと検討する必要がある。

ｆ刊

（４）「専門委員会、」の報告

鈴木座長より，１２月８日に開催された「第５

回専門委員会Ｄ」（財務会計)の検討状況に関し

て，資料６「地方交付税制度と運営費交付金交

付基準問題」に基づき，次のような報告があっ

た。

第５回専門委員会では，具体的に運営費交付

金の問題を取り上げることとし，現在実施され

ている制度の内，積算方法など，最も参考に資

するということで，地方交付税制度を考えなが

ら，運営費交付金の基準問題を検討することに

し，宮脇委員作成の上記資料に基づき，報告い

ただいた。

地方交付税制度は，各地方公共団体毎の財源

の均衡とその財源の保証を目的とした制度であ

る。地方交付税は，国税のうち所得税，法人税，

消費税及び煙草税の一定割合の額で，地方公共

団体が等しくその行うべき事務を遂行すること

ができるように，一定の基準により国が交付す

る税である。また，地方交付税交付金は使途制

限を禁止し，補助金とは異なる性格を持ち，こ

の点，“運営費交付金，，と共通した性格を有する

が，運営費交付金と対をなす“施設費等”は，

使途が特定され,補助金的な性格を持っている。

この制度を国立大学への資金配分の算定に利

用することについては，多くの困難な問題を有

しているが,専門委員会Ｄにおいて検討の結果，
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ある程度は利用価値があると考え，文部省に良

い案がなければ提案することも含めて，ワーキ

ンググループを設けて，地方交付税制度の基準

財政需要額の算定方式に基づき，様交な検討を

行うこととした。

以上の説明に関して，概ね次のような意見交

換があった

○現在の地方交付税制度は行き詰まりを見

せ，どう改革するか議論になっている。個人

的には，基本的な発想は別にして，この制度

の詳細まで踏襲するのは，問題点をそのまま

受け入れると取られかねない。特に基準財政

需要額の算定方式の補正係数が複雑であるの

と，決定が窓意的であるとの批判があり，改

革は補正係数のシンプル化の方向が大勢と思

うので，戦略的にいかがなものかと思う。

基準財政事情の決定は，自治省と大蔵省の

間で，非常に厳しい政治的折衝を経て行われ

る。その意味でも，国立大学の場合，それを

押し上げる政治的な力が乏しいので，かなり

厳しい線で設定される恐れもある。

地方交付税の場合，歳入原資は国税５税の

一定割合が保証されているが，現在，不足が

大きな問題となっている。国立大学の場合，

これが適用されるかもどうかも分からない。

また，現在の地方交付税制度は，収入の不足

は各地方公共団体が税収増加を図り，その補

填を行う仕組糸であるが，その税収の内，都

道府県は２割，市町村は２割５分しか収入に

算入されないので，インセンティブが働かな

いという面もある。国立大学が独立行政法人

化された場合，外部資金の導入拡大を図った

として，どの程度の割合が留保できるか，こ

の点も一つのポイントと思う。

以上のような点から見て，この制度は交付

１３８

税の一つの参考になるが，国立大学の場合は

別個ものとして制度設計していく必要がある

と考える。

○只今の指摘は，専門委員会Ｄにおいてもな

された。独法化した場合，運営費交付金とい

う最低保障はあるわけだが，寄附金・剰余金

の内部留保の取扱いなど，各大学の自助努力

が報われる仕組糸にならないと，小規模大学

は何時までも小規模大学のまま競争力を持て

ず，２１世紀には耐え切れない。そういう基本

的な考え方で審議している。

○地方交付税制度は各地方公共団体の自市性

を保障するための仕組承であり，基本的には

国立大学も同様な考え方の下に位置づけられ

るべきだと思う。その意味で，運営費交付金

の総額の獲得方式として，この制度は十分検

討に値すると思う。しかし，当制度は総額の

分配方式など，見直しの最中で，どのような

結論に至るか分からない。従って，国立大学

としては運営費交付金を－つの安定的な総額

としておいて，配分方式は大学評価機構との

関係等を配慮し，国立大学独自の配分方式を

考えたらよいと思う。国策として国立大学の

役割を考え，評価に基づいて国から一定の総

額を確保する方式は，重要なことで考えなく

てはならないことであるし，是非，検討を続

けていただきたい。

○施設経費はどのように考えているか。

○施設設備費は運営費交付金と別個で，国立

大学全体として考えるべきだと思う。恐らく

施設設備に関しては変化なく，建物・食堂等

の建設の交渉は，勿論，中期計画に盛り込む

ことになろうが，その予算配分は毎年文部省

との折衝事項になろう。
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注２．通則法のうち，高等教育，学術研究

にプラスになる部分を利用することは

妨げない。

注３．例えば，国立大学法人法を以て特例

法として位置付けるのか，法的位置付

けを議論しておく必要がある。

3．法人格の取得と大学改革の関連について明

確化する。

注１．大学改革は長期にわたるものもあり，

法人格の取得をもって完了するもので

はない。

注２．少なくとも法人と教学は一体として，

一大学一法人で出発する。

注３．国家公務員型で,法人に移行するが，

より柔軟な人事システムにする。

2．今後の検討の方向性について
fq訪

委員長及び阿部座長より，概ね次のように述

べられた。

前回の設置形態検討特別委員会において，法

人格の取得について審議いただいたが，資料８

｢法人格の取得について（メモ)」は，当日の審

議を踏まえてサマーライズしたものである。来

年１月以降，極力早い時期に国立大学側の考え

を積極的に発言していくのがよいのではないか

という蓮賓会長等からの意見もあり，またこれ

は文部省に対する国立大学側の主張にもなる

し，かつ本特別委員会あるいは各専門委員会で

審議を進めるための大枠にもなるので，そのよ

うな趣旨で取りまとめたものである。

続いて，阿部座長より，資料８の詳細な説明

があった。その全文は，次の通りである。

1．法人格の取得は，現在の設置形態における

大学に比較して，大学の教育，研究の質の向

上と学生の勉学や生活の活性化に資するもの

でなければならない。また，日本の大学が国

際競争力の強化や地域貢献の上で，良くなる

ものでなければ意味がない。

以下についての検討が必要である。

注１．法人格の取得の意義

注２．法人格取得後の国の関与の在り方

注３．納税者や社会の視点（評価システム

などを含む｡〕

注４．法人格取得と公財政支出の在り方

注５．法人格取得と人事システムの在り方

２．例えば，国立大学法人のように名称を統一

する。

注１．独立行政法人化として議論すること

は,平12.6の国立大学協会総会の主旨

からいって適切ではない。

〆無題、

ｌｑｔｄ

3．法人化後に持つべき連合組織について

森田専門委員より，配付資料「国立大学が法

人化した場合の人事制度の検討の論点｣｢事務職

員の人事交流システムのあり方について」に基

づき，概ね次のような説明があった。

資料を席上配付したが,これは12月15日の｢第

５回専門委員会Ｃ」で議論した内容を個人的に

整理したもので,用語の不備,また内容面も種と

書き落とした問題もあるので，その点，了承い

ただきたい。

委員会では，連合組織について，人事面・財

政面等，多角的視点から検討したが，専門委員

会ｃは人事システムが所管事項のため，当日は

幹部事務職員の話が中心となった。

〔法人の長としての学長の人事権〕

○法人の長に人事権が属することは，法人化し

た場合の大きなメリットである。しかし，大

学内部で学長の人事権と部局の人事権をどう

調整するのかは今後の大きな課題である。

１３９
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〔教官の人事システム〕

○流動化・任期制の導入は，文部省調査検討会

議でも指摘されているが，全体のマーケット

が成立しないところで実施しても余り意味が

なく，全体として考えるべきである。

○教官の採用方式は，教育公務員特例法の方式

を受け継いでいく必要がある。

○勤務条件は，裁量労働制，兼業，勤務時間，

服務規律など，種念問題がある。

○給与システムと個別の給与決定は，法人の権

限となるので，きちんとした議論をしておく

必要がある。特に給与システムは，労働協約

に関連し，組合との交渉事項になる。人件費

はかなり抑制する形で，運営費交付金に含ん

で配分されると予測されるが，その場合，給

与システムをどのように組み替えるかは，重

要な論点になろう。

○先般の行革大綱でも業績評価・信賞必罰とい

う言葉が出ているが，公務員制度改革のトレ

ンドとして，基本給を抑制し，業績給を増や

せという傾向にある。この場合，個人の業績

評価が必要で，各法人が実施することとなる

ので,その仕組承の構築は重要な問題となる。

〔事務職員の人事システム〕

○国家公務員型か非公務員型か，公務員型の場

合一律採用か各部局採用か，また現行法でも

選考採用は例外的に可能となっているが，そ

の点どうするか等，種含の問題がある。

○昇任や配置転換をどのような仕組柔で行うの

か，また給与や勤務条件は組合との交渉事項

となるので,これも非常に難しい問題と思う。

〔事務職員の人事交流システム〕

○現在,幹部職員は全国で約2,000人おり，文部

省が全国を範囲として人事を行っている。幹

部職員は，本籍は文部省で，臂えていえば△

】４０

△支店に配属になるという意識であると思

う。このシステムは，①若手の幹部職員の昇

進に広い可能性を持たせることによって，そ

れらの職員のモラルの維持向上に寄与する，

②優秀な職員を全国の大学に異動させること

により，全国の大学の管理運営能力の維持向

上に寄与する等のメリットがある反面，①学

長に人事権がないため，大学側から見て必ず

しも適切な採用･配置を行うことが出来ない，

②異動が早く，大学の意向が必ずしも尊重さ

れなかったため，大学への忠誠心や職務経験

が蓄積されなかった等の問題点があった。

○国立大学が法人化された場合，教職員の人事

権は学長に属することになり，これによって，

①法人にとって必要とされる人材を自ら採用

し，配置することが可能となる，②法人によ

って採用されることになるため，職員に大学

への忠誠心と職務への習熟が期待できる，こ

ととなる。

以上の説明に関して，概ね次のような意見交

換があった。

○東京23区の職員組合は，職員待遇の整合性

を図るため,共同で団体交渉を行っているが，

組合との対応の仕方について検討している

か。

○特に検討していないが，論理的な可能性と

しては共通して組合に対応することもありう

る。その際，非常に複雑な点は，大学経営の

効率的な運営をしている大学とそうでない大

学があった場合,それは大学の評価に反映し，

同一給与水準を維持しようとすると，人件費

の占める割合が異なってくるので，その仕組

糸をどこまで維持できるか，という問題が一

つある。次に，業績給は，現在でも賞与に関

しては個別評価に基づき実施可能となってい

ｆＴ目）
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に近いところで議論して，給与格差などが生

じても仕方ないという印象を持っている。組

合の要求する横並びの給与は，法人化の目的

から見て通らないと思う。

○最終的には，移行期間を置いて，只今指摘

のような各大学に固定する等の方向が出てく

るかも知れないが，幹部職員は勿論，現在，

各地方で採用した職員も人事異動で大学間を

動くことを前提に入っているので，特定大学

に固定するとなると，事務職員の士気の低下

等，マイナス作用が起こる恐れがある。やは

り，職員の人事交流システムは重要で，その

仕組みを検討いただきたい。

○連合組織は，人事面だけでなく，財源配分

の調整，大学債の発行など，財政面でも必要

であろう。但し，両者は給与等の面で密接な

関係を持つので，協調関係がないとうまく機

能しないと思うが，性格が全く異なるので，

複数の連合組織が必要となると思う。

○この問題は，過渡期（移行時期）と将来あ

るべき姿とに分けて議論して，問題点を整理

する必要がある。

○只今の過渡期（移行時期）の扱い，更には

法人化だけで大学改革が終了するわけでない

という指摘も含めて，制度的に大学改革の長

期的な段取りについて，例えば国鉄改革法の

ような法律を作るのか，政府計画を樹立して

実施しろと言うのか。もう一つは，仮に国立

大学法人法を作るとしても，それとは別に時

間的要素を組み入れた仕組みが必要であると

いう気がしてきた。

○只今の典型的な例が事務官の人事システム

である。現在の幹部職員の全国展開を直ちに

ストップするとパニックに陥るので出来ない

が，長期的な計画を立てて対処する必要があ

１４J

るが，これを本格的に導入した場合，うまく

運用することは難しいのではないかと思う。

○現在，全大教との交渉は国大協として第４

常置委員会委員長が受けているが，今までは

要望を文部省や人事院に伝える旨の回答で済

んでいたが,今後は各国立大学は勿論のこと，

国大協としても横並びに大学と共同して対応

する必要が生じよう。そのような機能を国大

協に持たせるかどうか，ということも議論し

ておく必要があろう。

○文部省の事務職員の人事異動には２種類あ

る。一つは，本省採用のキャリアで，もう一

つは，国立大学等の28歳以下の２種職員の中

から本人希望で本省に転出した者及び課長登

用試験の合格者について文部省人事で全国展

開している。このように大半の本省事務職員

は大学が関与しているが，独法化した場合ど

うなるか，非常に重要な問題である。この問

題は文部省にとっても財政問題と並ぶ最大の

関心事であり，現行の人事システムをどうす

るか苦慮していることと思う。

○文部省人事異動で大学に転出した者は，本

省の人事システムの中で動いており，本籍は

文部省にある。独法化した場合，異動の際に

本籍ごと大学に移すのか，その仕組象をどう

するか，文部省の考えを知りたいところであ

る。

○私は，取りまとめいただいた「4）考えら

れる対応策｣の内，「④希望する大学が参加す

る人事機関を設置し，その機関が参加した大

学間の人事交流の機能（幹部職員の異動の情

報提供，調整，助言，斡旋等，人材配分と職

員昇進の管理を行う）の機能を果たす｣か｢⑤

人事の調整機関は設けず，情報提供の場だけ

を設け,大学と職員の自主的な意思に任せる」

⑭

'観漁員

f翁
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ということになっては困るので，その辺の考え

をお教えいただきたい。

これについて委員長より，次のように述べら

れ，本日の協議を終了した。

私どもも，それを心配している。極力早く文

部省調査検討会議が取りまとめに入る前に，本

特別委員会及び専門委員会が意見の取りまとめ

を行い，私どもの考えを調査検討会議に提案す

る必要があると考えている。そのためには，来

年の１月あるいは２月を目途に取りまとめ作業

を行わなければならないと考えている。

る。

以上のような意見交換の後，杉岡委員から次

のような発言があった。

国立大学にとって最適な形で文部省調査検討

会議をリードするため審議しているが，まだ相

手の姿が見えないという気がしている。何時に

なったら向こうの壁がはっきりとしてきて，ど

こに穴を空けるかという議論になるのか。現在

のような形で議論している内に，突然，国立大

学の法人化案が提案され，国大協の審議が未了

のまま時間切れで提案を受け入れざるを得ない

肉

'1鰯?１
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(第16回）国立大学協会50周年記念行事準備委員会

日時

場所

出席者

平成12年10月17日（火）１０：00～１３：００

国立大学協会会議室

佐藤委員長

兵藤，岡本，板橋，渡邊，伊藤各委員

中野専門委員

（灘ぎようせい）鈴木出版課担当課長，黒沢編集部制作課主幹

佐藤委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕

委員会報告佐藤委員長

乾杯

閉会の辞中嶋副会長

なお，その他に①当日のスピーカーには胸に

記章（リボン）をつけてもらう，②式次第をプ

ログラムとして受付で配付する，③乾杯の音頭

は加藤一郎又は林健太郎元会長のどらかにお願

いすることとし，判断は会長に一任する，④祝

電披露は当日の状況を見て適宜判断することと

した。

1．記念祝賀会の式次第などについて
dご豆

初めに委員長より，前回協議した女性教官の

招待の件は，会長と相談した結果，既に解散し

た「男女共同参画に関するワーキング･グルー

プ」のメンバーに招待状を出すことし，事務局

より発送した旨の報告があった･

続いて国大協事務局より，祝賀会出席状況の

報告があった後，国大協創立50周年記念祝賀会

の式次第の審議を行った。協議の結果，次のよ

うに決定した。

開会の辞伊藤事務局長

会長挨拶蓮賓会長

祝辞大島文部大臣

１４２

?《､録、

2．『国立大学協会五十年史ｊについて

委員長より，次のように述べられた。

㈱ぎようせいの努力で，大部の「五十年史」

の再校ゲラが各委員・専門委員の手元に届き，

本日は最終的な編集会議であるので，お気づき
「￣



の個所について，種含ご意見を伺いたい。また，

当日贈呈するエンブレムの作成経緯に関して，

記念誌に書き留めておきたいと考え，原稿を準

備したので掲載個所とともに審議していただき

たい。

これについて協議の結果，まず「エンプレム

について」の原稿は，若干の修正意見が出され

たので，委員長がそれら意見を踏まえて，修正

を加えることとなった。また，掲載個所につい

ては，本扉の裏面下段にエンプレムの解説を掲

載することとした。

続いて，「五十年史｣の審議に移り，全体のレ

イアウト・巻頭言・目次・凡例・五十年のあゆ

ゑ（前史を含む）・特別寄稿・座談会・年表・資

料・編集後記の順に逐条的に審議した結果，主

要な事柄については，次のように取り扱うこと

となった。その他にも，文章の移動，重複記述

の削除，国名標記の統一，字句の修正，誤植の

指摘などがあった。

〔巻頭言〕会長の名前･肩書きは顔写真の横に持

ってくる。

〔目次〕①同じような見出しが多いので，具体

的な内容がわかるような見出しに修正する。

〔座談会〕①冒頭の座談会出席者の紹介の個所

|土，レイアウトを若干修正する，②誌上参加の

有馬朗人元会長の横に,聞き手の名前を入れる。

〔特別寄稿〕引用文献の記載形式は統一する。

〔資料〕①旧会則は制定年月日を入れるととも

に，参考資料という位置づけで罫線で囲む，②

国大協会員名簿，会長・副会長名簿，委員長名

簿，要望書･報告書･予算等の表の上段部分は，

見やすくするため，網掛け処理を行う，③委員

会名簿の末尾に「創立30周年記念行事準備委員

会」と「国立大学協会50周年記念準備委員会」

を書き加える。

最後に，㈱ぎようせいより，再校ゲラ戻し時

期の説明があり,委員長より次のように諮られ，

了承された。

編集作業の最終段階に立ち至ったが,｢五十年

のあゆ糸」は兵藤委員と中野専門委員に，また

｢年表｣は中野専門委員に最終的チェックをお願

いし,明日18日の夕刻に返却することを目途に，

再校ゲラの修正点検をお願いしたい。また，「座

談会」「特別寄稿」「編集後記」「凡例｣は本日の

意見を踏まえ，私が最終的なチェックを行うこ

ととしたい。

F１

,〆鯆、

仇

f、

以上をもって本日の議事を終了した。
綴麺、

j、

秤３



“

平成12年10月～12月

可lⅡ11ⅡⅡllIIIⅡnUⅡⅡ111ⅡⅡⅡIⅡⅡⅡIⅢⅡⅡ11UⅡⅡIIU1IⅡⅡlIIlIⅡⅡIⅡIⅡlIIIⅡlIIIIⅡIiIⅡⅡlⅡⅡ11UⅡⅡIjUⅡⅡ11ⅡIItUIIⅡIⅢⅡ11ⅡIⅡⅡllUIIⅡMIIIInIⅡⅡIlIlIⅡlIIIIⅡⅡIIIIUⅡ110ⅡⅡIllIIⅡ111ⅡⅡⅡ161ⅡIIIIIⅡ111ⅡⅡ【ⅡⅡIⅡIⅡⅡⅡⅡIⅢⅡ1111ⅡlII1IIlIUI11Ill[IIIllIIIIIIIIllIIIIIlIUIIll8IIIIIIlIIIIIlIIIlIIII1UIIIlUIlIIIU11IIE
＝ ＝

三三

三１０月２日（月）１０：００教員養成特ＢＩ委員会作業委員会鬘
１３：００教員養成特別委員会薑三

＝

言
10日（火）１３：３０第８常置委員会＝＝

＝

言

１１日（水）１０：００第７常置委員会・情報公開法に関する検討｡､委員会合同委員会薑＝

言
＝

１３：３０理事会＝

＝

１６：１５設置形態検討特別委員会＝

１３日（金）１５：３０設置形態検討特別委員会「専門委員会Ｂ」（目標・計画・評価）薑
＝

二

１７日（火）10：ＯＯ国立大学協会50周年記念行事準備委員会

ｉ18日（水）１３：３０第４常置委員会
＝

２０日（金）１４：００第６常置委員会三＝
＝

２４日（火）１０：００設置形態検討特別委員会「専門委員会Ｃ」（人事システム）薑
＝
＝

；ヨー

２５日（水）１０：３０第１常置委員会拡大小委員会畠＝

三量

２７日（金）１６：３０設置形態検討特別委員会｢専門委員会Ｄ」（財務会計）≦＝

ﾉﾛ無､１

/侭I

医学教育特別委員会

第３常置委員会

第８常置委員会

第５常置委員会・短期学生交流計画小委員会合同委員会

第１常置委員会拡大小委員会

設置形態検討特別委員会「専門委員会Ｂ」（目標・計画・評価）

教員養成特別委員会作業委員会

設置形態検討特別委員会

設置形態検討特別委員会「専門委員会Ｄ」（財務会計）

第107回国立大学協会総会〔第１日〕

第107回国立大学協会総会〔第２日〕

第74回事務連絡会議

第１常置委員会拡大小委員会

設置形態検討特別委員会

設置形態検討特別委員会「座長連絡委員会」

第２常置委員会入試改革に関する検討小委員会

ｊ
Ｊ
Ｊ

水
木
月

く
く
く

11月１日

２日

６日

１４：００

１３：３０
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１５：００

１６：１５

１３：00
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１０：００

１０：００

１０：00

10：３０

１３：３０

１６：３０
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９日（木）
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Ｊ
Ｊ
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金
水
木
金
水
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く
く
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く
く

10日

１５日

１６日

１７日

２９日

３０日

炉
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鬘１２月８日（金）１０：３０設置形態検討特別委員会「専門委員会Ｄ」（財務会計）
三

11日（月）１３：３０第８常置委員会＝＝

＝

１３：３０教員養成特別委員会作業委員会薑
＝

i雛,ｉｉｉ鰯駕鬮::二二I網舸巫
１４：００第１常置委員会拡大小委員会鬘

＝

＝

三

２１日（木）９：３０設置形態検討特Ｂｌ委員会＝＝

三
三

三
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1．諸会合（54回）

(1)第106回総会

１２．６．１３（火）～１４(水）

Ｉ〆MH9口貝

(2)理事会

12.10.11（水）

侭

(3)常務理事会

(4)第73回事務連絡会議

１２．６．１６（金）

(5)常置委員会（26回）

１）第１常置委員会〔理念，体制・組織，管理運営〕

（主要審議事項）①文部省「国立大学等の独立行政法人化に関する検討会議」の「組織業

委員会」について

（委員会開催状況）１２．８．２９（火）本委員会

１２．９．１９（火）拡大小委員会

12.10.25（水）拡大小委員会

12.11.6（月）小委員会

２）第２常置委員会〔入学者選抜〕

（主要審議事項）①国立大学の入試改革について

②国立大学の入学者選抜についての平成14年度実施要領･実施細目（案）

１こついて

（委員会開催状況）１２．６．２０（火）小委員会

１２．７．３（月）小委員会

１２．７．１７（月）小委員会

１２．８．１１（金）小委員会

f、
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１２．９．８（金）小委員会

１２．９．１１（月）本委員会

3）第３常置委員会〔教養教育，学部専門教育，学生生活〕

（主要審議事項）①国立大学における身体に障害を有する者への支援等に関する実態調査

楡

について

（委員会開催状況）１２．７．２４（月）作業委員会

12.11.2（木）本委員会

4）第４常置委員会〔教職員の待遇改善〕

（主要審議事項）①定員削減問題について

②人事・給与システムについて

（委員会開催状況）12.6.22（木）本委員会

12.10.18（水）本委員会

5）第５常置委員会〔学術交流・国際協力〕

（主要審議事項）①日本・カナダの大学長会議（仮）について

（委員会開催状況）12.11.6（月）本委員会・ＪＡＮＵＳSEP小委員会

6）第６常置委員会〔財政〕

（主要審議事項）①平成13年度概算要求並びに大蔵省との折衝状況

（委員会開催状況）12.10.20（金）本委員会

7）第７常置委員会〔研究，大学院，生涯学習，学術情報〕

（主要審議事項）①情報公開法について

（委員会開催状況）１２．６．２３（金）本委員会・小委員会合同委員会

１２．７．２１（金）小委員会

１２．８．３１（木）小委員会

１２．９．２６（火）小委員会

12.10.11（水）本委員会・小委員会合同委員会

8）第８常置委員会〔評価〕

（主要審議事項）①大学評価の問題について

（委員会開催状況）１２．６．３０（金）本委員会

１２．８－９（水）本委員会

１２．９．５（火）本委員会

12.10.10（火）本委員会

１２．１１．６（月）本委員会

孫顯
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(6)特別委員会（25回）

１）医学教育特別委員会

１４６

「9.



（主要審議事項）現在の医学教育をめぐる諸問題について

（委員会開催状況）12.11.1（水）本委員会

2）教員養成特別委員会

（主要審議事項）国立の教員養成系大学・学部のあり方に関する懇談会について

Ｆ、

（委員会開催状況）１２．７．７（金）作業委員会

１２．９．１（金）作業委員会

12.10.2（月）本委員会

11.11.9（木）作業委員会

3）設置形態検討特別委員会

（主要審議事項）検討方法・事項について

（委員会開催状況）１２．７．３（月）本委員会

１２．７．１３（木）専門委員会Ｃ（人事システム）

１２．７．１９（水）本委員会

１２．８．１０（木）本委員会

１２．８．１０（木）専門委員会Ｂ（目標・計画・評価）

１２．８．２３（水）専門委員会，（財務会計）

１２．８．２９（火）専門委員会Ｃ（人事システム）

1２．９．６（水）本委員会

１２．９．６（水）専門委員会Ｂ（目標・計画・評価）

１２．９．２７（水）専門委員会Ｃ（人事システム）

１２．９．２８（木）専門委員会，（財務会計）

12.10.11（水）本委員会

12.10.13（金）専門委員会Ｂ（目標・計画・評価）

12.10.24（火）専門委員会Ｃ（人事システム）

12.10.27（金）専門委員会，（財務会計）

12.11.6（月）専門委員会Ｂ（目標・計画・評価）

１２１１．９（木）本委員会

12.11.10（金）専門委員会，（財務会計）

dqm鍾■
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(7)５０周年記念行事準備委員会

（主要審議事項）①国立大学協会創立50周年記念行事について

②国立大学協会50年史について

（委員会開催状況）１２．９．１４（木）本委員会

12.10.17（火）本委員会
「､
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(8)その他の諸会合

１２．６．２２（木）

１２．７．１８（火）

１２．９．７（木）

１２．９．８（金）

12.11.2（木）

厨
就職問題懇談会

ＵＭＡＰ国内委員会

日経連との懇談

全国高等学校長協会との懇談会

就職問題懇談会

2．要望その他の諸活動

記者会見一国立大学における男女共同参画を推進するための報告書－

国立大学教官等の定員削減計画に関する要望

国立大学教官等の待遇改善に関する要望

大学審議会｢グローバル化時代に求められる高等教育のあり方について」（審議

の概要）に関する意見提出

英語指導方法等改善の推進に関する懇談会経過報告に対する意見提出

｢コンピュータ，インターネットを活用した著作物等の教育利用について」（中

間まとめ）に対する意見提出

記者会見一国立大学の入試改革について一

大学評価の進め方に関する要望

教育課程審議会「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価のあり方につい

て」（中間まとめ）に対する意見提出
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1２．８．１１

１２．９．１

1２．９．１１

１２．９．２０

１２．１１．１

3．国立大学協会創立50周年記念祝賀会

平成12年11月16日加水会館スターホール

4．要望書の受理

前回総会以後，本協会宛に提出された要望書等は下表のとおりである。

Ｆｑ

/Ｉ蕊､、

会国運合･農学研究科協議会｜連合農学，

高等教育予算の増雅

功手及び教育・研究支援職員０ 〆､，

１４８

1２．７．２４ 第50回国立大学工学部長会

議・総会

Ｌ高等教育予算の増額について－理工

系学部予算の増額一

2．文教施設整備費関係の増額について

3．助手及び教育・研究支援職員の定員

第４常置委員会

第６常置委員会

第７常置委員会

受付日 提出団体等 要望事項等 関係委員会

1２．６．２２ 全国連合農学研究科協議会 連合農学研究科の代議（委）員に対する

俸給の特別調整額支給について

第４常置委員会

1２．７．１７ 全国産業教育振興会連絡協

議会ほか

大学入学者選抜に関する要望 第２常置委員会
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国立大学の施設の整備・改善について（要望）

平成12年11月２４日

国立大学協会会長

蓮資重彦

第６常置委員会委員長

鈴木章夫

国立大学等の予算につきましては，毎年，厳しい財政状況にも拘らず，種為御配慮頂い

ていることに対し，感謝を申しあげます。

現在，国立大学は国民の負託に応え，２１世紀の世界的競争に勝ち抜くために大学改革を

行い，その成果をあげるべく不断の努力を重ねているところであります。

言うまでもなく，教育への投資は国家百年の計でありますが，我が国の高等教育費への

公財政支出は，単純な比較はできないが，1997年の例によれば，対国内総生産(ＧＤＰ)比

にして先進諸国に比べ遙かに低いのが現状であります｡例えば,アメリカ1.1％,フランス・

ドイツ0.9％，イギリス・イタリア0.7％，カナダ1.6％，スウェーデン1.5％に対して，我

が国は0.5％であります。

したがって，教育研究を行うための各国立大学の人的資源が乏しいことはもとより，施

設・設備の現状を見れば残念ながら老朽化・陳腐化を来たし，このままでは２１世紀の科学

技術をリードすることはおろか，多くの国立大学は現在の教育研究水準の維持さえ因難な

現状であります。

国立大学の施設の整備・改善は別添資料に示す通り，未だ多くの改善すべき課題を抱え

ております。

また，２１世紀の最初の５年間を対象とする次期科学技術基本計画の策定に向けた科学技

術会議の議論においても，国立大学等の施設の改善が最重要課題として検討されていると

ころであります。

この窮状を是非ともご賢察頂き，教育研究の根幹をなす施設の整備・改善を促進するた

A1蕪PR
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め，格段の財政的支援を強く要望するものであります。

「歌鱗議議Ｉ
梶､

大学入試センター試験実施期間の延長について（要望）

〆､H駒込

平成13年１月１５日

国立大学協会会長

蓮賓重彦

当協会では，過日開催の総会において，国立大学の入試改革についての提言を取りまと

めましたが，そこには，大学入試センター試験を原則として５教科７科目を課す（一般選

抜）ことと併せて，大学入試センター試験の試験期間を従来の２日間から３日間に延長す

る提案が含まれています。

「５教科７科目」試験の実施は2004（平成16）年度からとしていますが，その際，各大

学が課す試験科目についてより自由な設定を可能とするには試験期間を３日間にすること

がぜひ必要であると考えます。かねてより「物理」と「生物」の組合せなど試験科目の自

由な組合せの実現を貴センターへ要望してきたところでありますが，趣旨をご理解の上，

大学入試センター試験の試験実施を３日間にすることについて早急にご検討いただけます

よう，改めてお願い申し上げます。

公
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③

平成13年度大学，短期大学及び高等専門学校

卒業予定者の就職・採用活動について

標記のことについて，別途，文部省から各国立大学に通知されておりますが，このたび大学側及

び企業側においてそれぞれ「平成13年度大学，短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職に

ついて（申合せ)」（別紙１．以下「申合せ」という｡）及び「平成13年度新規学卒者の採用･選考に

関する企業の倫理憲章」（別紙２．以下「倫理憲章」という｡）が定められ，これらについて，双方

がそれぞれ尊重に努めることを内容とする確認（別紙３）が大学側及び企業側の両代表によりなさ

れました。また，大学側から企業側に対し，採用活動に当たって，特に理解を求める事柄について

｢平成13年度大学，短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職に関する要請」（別紙４）を行

うとともに，企業においても「倫理憲章」の趣旨を徹底するため，各企業に対し，秩序ある採用活

動を進めていくことについて「平成13年度新規学卒者の採用・選考に際して特に配慮いただきたい

事項についての要望」（別紙５）を行うこととされました。

ついては，これら申合せの趣旨にそって，大学等卒業予定者の就職・採用活動の秩序の確立，正

常な学校教育環境の確保，学生の就職機会の均等を期するとともに，学生の就職活動が早期化する

ことなく，学生が自己の能力，適性に応じて適切に職業を選択できるよう，ご協力，ご配慮をお願

いします。

なお，同和問題の正しい理解と認識のもとに適正な就職指導及び就職事務を行うこと，女子学生

が，男子学生と均等な機会を与えられるよう企業への働きかけを行うこと，また大学における就職

業務担当者の明確化，職業紹介体制の整備，教官を含めた全学的な就職指導の体制の整備等につい

てもご留意くださるようお願いいたします。

〆､F1､
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ＩＦ、
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(別紙１）

平成13年度大学，短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について（申合せ）

平成12年12月４日

就職問題懇談会

国公私立の大学，短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という｡）で構成する就職問題懇談

会は，平成13年度卒業予定者の就職活動の秩序を維持し，正常な学校教育と学生の学習環境を確保

１，２
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するとともに，学生の就職機会の均等を期するため，高等学校卒業予定者の就職活動にも配慮し，

下記のとおり申し合わせる。

なお，この申合せを行うに当たり，大学等は，学生に高い学力と豊かな人間性を身に付けさせた

上で卒業生として社会に送り出すという，本来果たすべき社会的使命と責任を十分認識するととも

に，その責務を果たすため，各大学等において全教職員が協力し，全力を挙げてこれを実行するこ

とを確認する。

!H、

記

１．採用情報の開示について

インターネットによる採用情報の公開や通年採用の拡大等に鑑み，求人依頼文書の発送，求人票

の受理及び公示の時期は，各大学等の自主的判断によって行う。

２．就職・採用活動の早期化への対応について

正常な学校教育環境を確保するとともに，就職・採用活動の秩序を維持するため，学校教育上重

要な時期である卒業学年当初及びそれ以前は，学内で企業が実施する採用選考のための「企業説明

会」に対して会場提供を行わない。

また，この趣旨を踏まえ，この時期の学生に対する就職指導を適切に行う。

３．学校推薦の取扱いについて

学校推薦は，原則として７月１日以降とする。

４．正式内定開始について

正式内定日は，１０月１日以降である旨学生に徹底するとともに，正式内定に至るまでの間におい

て，複数の内々定の状態が継続しないよう，学生を指導する。

５．学生の応募書類について

学生の応募書類は，「大学等指定書類（｢履歴書・写真・自己紹介書｣，「成績証明書《卒業見込証

明書を含む》｣，「健康診断書｣)」とし，企業に対して，就職差別につながる恐れのある「会社指定書

類」《エントリーシート等を含む》，「戸籍膳（抄）本｣，「住民票」の提出を求めないよう要請する。

６．男女雇用機会均等について

採用活動は，男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に則って行われるべきであり，その旨を企

業側に徹底するよう要請する。

７．「申合せ」の周知について

各大学等は，企業等に求人依頼文書を発送する際，この「申合せ」を添付して行うものとする。

"Tm海ｈ
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(別紙２）

平成13年度新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章

平成１２年１２月

日本経営者団体連盟

会長奥田碩

企業は，自己責任原則に基づいて自主的に行う，平成13年度大学等新卒者の採用･選考にあたり，

下記の点を十分配慮して行動する。

J:9１

～■

記

１．情報の早期公開

学生の就職機会の均等を期するため，企業情報ならびに採用情報（採用人数，説明会日程，選考

期日・場所等）については，可能な限り早期に，適切な方法により詳細に公開する。

２．採用選考活動早期開始の自粛

学生が学業に専念し，また職業を研究・選択する十分な時間を確保するため，採用選考活動の早

期開始は自粛する。まして特に卒業学年に達しない学生に対して実質的な選考活動を行うことは厳

に'慎む。

３．正常な学校教育と学習環境の確保

採用活動にあっては，大学の学事日程を尊重し，正常な学校教育と学習環境の確保に努める。

４．公平・公正な採用の推進

公平・公正で透明な採用の推進に努め，学生の自由な就職活動を妨げる拘束や，男女雇用機会均

等法の精神に反する採用活動は行わない。

５．採用内定開始日

正式内定日は，１０月１日以降とする。

６．その他

高校卒業者については，教育上の配慮を最優先とし，安定的な採用の確保に努める。

以上

感顯．

《ご月）

ｉｆ、

2`鰯p､，

(別紙３）

平成13年度大学，短期大学及び高等専門学校卒業予定者の就職・採用活動については，企業側の

｢倫理憲章」と大学側の「申合せ」を双方が遵守し，行動することを期待する。

平成12年12月６日

日本経営者団体連盟会長大学等関係団体就職問題協議会代表

奥田碩鳥居泰彦

｢白
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(別紙４）

平成13年度大学，短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職に関する要請

平成12年12月４日

就職問題懇談会

座長佐藤保
（お茶の水女子大学長）

国公私立の大学，短期大学及び高等専門学校で構成する就職問題懇談会においては，大学等卒業

予定者の就職活動の秩序を維持し，正常な学校教育と学生の学習環境を確保するとともに，学生の

就職機会の均等を期するため，別添のとおり「申合せ」を行い，全国の大学等に趣旨の徹底を図っ

ております。

大学等は，この「申合せ」を行うに当たり，学生に高い学力と豊かな人間性を身に付けさせた上

で卒業上として社会に送り出すという，本来大学等が果たすべき社会的使命と責任を十分認識する

とともに，その責務を果たすため，全教職員が協力し，全力を挙げてこれを実行することを確認し

たところであります。

つきましては，貴職におかれては，平成13年度大学等卒業予定者の就職採用活動の秩序を維持す

るため，上記「申合せ」の内容について十分御理解いただくとともに，採用活動に当たっては，企

業側で定める「倫理憲章」の趣旨に沿い，特に下記事項について御配慮をいただきますようお願い

いたします。

Ｆ１

'羅團ﾛ､，
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記

１．採用活動の早期化は，大学等の教育機能の低下をまねくものであり，十分な教育を受け得なか

った学生を採用することは企業にとっても不利益をもたらすことになる。したがって，採用活動

の開始時期を遅らせるとともに，可能な限り休日や祝日に行う等，大学等の教育活動を尊重した

採用活動を行うこと。

2．学生の応募書類は，「大学等指定書類（｢履歴書・写真・自己紹介書｣，「成績証明書《卒業見込

証明書を含む》』，「健康診断書j)」とし，就職差別につながる恐れのある「会社指定書類」《エン

トリーシート等を含む》，「戸籍勝（抄）本｣，「住民票」の提出を求めないこと。

3．男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨に則った採用活動を行うこと。

4．採用情報の公平・公正な公開，秋季採用，通年採用，採用選考の複数回実施等採用方法の多様

化が進んできているが，更にこのような取組みを推進するとともに，学校名や地域により就職情

報の提供や採用選考に差異を設けない等，就職の機会均等について一層の改善を図ること。

５．１０月１日以前に内定承諾書，誓約書，連帯保証書の提出を求める等，学生の自由な就職活動を

妨げる拘束を行わないこと。

「?。
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（別紙５）

平成13年度新規学卒者採用・選考に際して特に配慮いただきたい事項についての要望

平成１２年１２月

日本経営者団体連盟

会長奥田碩

平成13年度の大学等新規学卒者の採用・選考にあたり，企業の行動規範を示す「倫理憲章」を定

めた。各企業におかれては，大学側の指摘や要請に応えるためにも，倫理憲章の趣旨に則って下記

事項を踏まえた秩序ある採用活動を進めていくことを期待する。

1．採用・選考は，本来，各企業の自由な意志と発想に基づき実施されるべきものであるが，そこ

には勿論，社会的・道義的な責任が伴う。特に卒業学年に達しない学生に対して実質的な選考活

動をすることや，学生，大学等関係者の反発を招くような行為は企業として厳に'慎まなければな

らない。

2．情報を早期公開することと採用活動を早期化させることは,全く意味が異なる。「企業情報の早

期公開」は，就職活動に先立って業界や企業の研究を行う学生に必要な情報を十分に提供すると

いう意図によるものである。また「採用・選考に関する情報の早期開示」は，学生たちの不安や

あせりの気持ちを沈静化させることにつながる．当然ながら，公表した内容を誠実に守ることは

企業の責務である。

3．大学側の要望である「正常な学校教育と学習環境の確保」に応えるためには，企業説明会や採

用選考を土日，祝日，あるいは平日の夕刻に設定したり，日程を分散の上，応募する学生が希望

日を選択できるといった工夫が必要である。

4．如何なる理由づけをしようと，身柄を拘束したり，他社の内定を強制して断らせるなど，学生

の自由な就職活動を妨害する「公平公正な採用」の精神にもとる行為は断固排除されなければな

らない。

以上
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衝

蕊学長等の異動
０－

○学長の交代

（大学）

秋田大学

お茶の水女子大学

名古屋工業大学

兵庫教育大学

神戸大学

〔交代日〕

平成13年２月23日

平成13年２月16日

平成12年11月１日

平成12年12月１日

平成13年２月16日

(前任）

田弘

藤保

島達雄

野昭

塚泰美

噺
浦
田
田
例
上

任）

’!、

亮
子
明
堯
行

徳
佐
岡
辻
西

和
博
正
智

本
柳
中
野

何

Ｏ委員長の交代

（委員会）

第３常置委員会委員長

〔発令日〕

平成13年２月16日

（前任）

佐藤保

(お茶の水女子大

学長）

（新任）

鮎川恭：

（愛媛大学長）

○委員の交代

（委員会）

医学教育特別委員会

,涙、

〔発令日〕

平成12年11月１日

（前任）

山崎昇

(浜松医科大学長）

佐藤保

(お茶の水女子大

学長）

（新任）

寺尾俊彦

(浜松医科大学長）

鮎川恭三

（愛媛大学長）

';1Ａ

平成13年２月16日設置形態検討特別

委員会

○専門委員の委嘱

（委員会）

第１常置委員会

〔発令日〕

平成13年２月１日

（新任）

石井紫郎

(総合科学技術会議議員）
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Ｏ専門委員の交代

（委員会）

第１常置委員会

（新任）

坂本幸一

(東京大学事務局長）

鳥飼繁

(東京大学学生部長）

坂本幸一

(東京大学事務局長）

坂本幸一

(東京大学事務局長）

本間政雄

(京都大学事務局長）

（前任）

板橋一太

(東京大学事務局長）

岩元忠幸

(東京大学学生部長）

板橋一太

(東京大学事務局長）

板橋一太

(東京大学事務局長）

大澤幸夫

(京都大学事務局長）

〔発令日〕

平成13年２月１日

内

第３常置委員会 平成11年10月16日

第６常置委員会 平成13年２月１日

特別会計制度協議会 平成13年２月１日

平成13年２月１日 /13、

f為

鯵委員会の解散

第７常置委員会

情報公開法に関する検討小委員会

国立大学協会50周年記念行事準備委員会

平成12年10月31日解散

平成12年11月30日解散
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国立大学協会の組織
岳、

’’
創立：昭和25年７月13日

会員大学：９９国立大学

目的：国立大学相互の緊密な連絡と協力を図り

その振興に寄与することを目的とする。

総会（春秋２回開催。各国立大学の代表者）

理事会（会長・副会長を含む理事21名。各常置委員会委員長）

常務理事会（会長，副会長，各常置委員会委員長）

監事（２名）

常置委員会

第１常置委員会（理念，体制・組織，管理運営）

第２常置委員会（入学者選抜）

第３常置委員会（教養教育，学部専門教育，学生生活）

第４常置委員会（教職員の待遇改善）

第５常置委員会（学術交流，国際協力）

第６常置委員会（財政）

第７常置委員会（研究，大学院，生涯学習，学術情報）

第８常置委員会（評価）

常置委員会小委員会

第１常置委員会独立行政法人化問題に関する検討小委員会

〔設置期間：平成11年７月29日～平成13年７月28日〕

第２常置委員会大学入試情報開示に関する検討小委員会

〔設置期間：平成12年６月１日～平成14年５月31日〕

第２常置委員会入試改革に関する検討小委員会

〔設置期間：平成12年６月15日～平成14年６月14日〕

第５常置委員会短期学生交流計画（JANUSSEP）小委員会

〔設置期間：平成11年12月15日～平成13年12月14日〕

第６常置委員会学生納付金等検討小委員会

〔設置期間：平成12年６月１日～平成14年５月31日〕

特別委員会

医学教育特別委員会

〔設置期間：平成12年４月１日～平成14年３月31日〕

教員養成特別委員会

〔設置期間：平成12年４月１日～平成14年３月31日〕

設置形態検討特別委員会

〔設置期間：平成12年７月１日～平成14年６月30日〕

特別会計制度協議会（国立大学協会と文部省との協議会）
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編集後記

＊国立大学協会は昭和25年７月13日に創設されて以来，２０世紀の最後の

年，2000年に50周年を迎え，１１月には記念祝賀会を挙行させていただき

ました。これもひとえに，学長をはじめ各大学の教職員の皆様，更には

文部省をはじめ各関係機関の皆様のご支援の賜物と感謝いたしておりま

す。国立大学は現在，独立行政法人化問題をはじめとし，大きな変革を

迫られておりますが，事務局職員一同とともに，心を新たにして，微力

ながら当協会における各種委員会の活動を支えていく所存でございま

す。今後ともご指導｡ご鞭捷のほど，宜しくお願い申し上げます。

＊昨年11月に挙行いたしました｢国立大学協会創立五十周年記念祝賀会」

の模様を，蓮貸会長の挨拶，大島文部大臣（当時）の祝辞，及び国立大

学協会50周年記念行事準備委員会の佐藤委員長の報告を中心に，写真を

挾象込象，簡単に取りまとめて掲載いたしました。

＊本号の「巻頭エッセー」には，蓮資東京大学長にお願いして「生きも

のとしての大学には「改革」よりも「変化」がふさわしい」をご寄稿い

ただきました。ご多忙のところご執筆の労を煩わし有り難うございまし

た。厚く御礼申し上げます。（伊藤）

会報発行＝年４回（２月・６月・８月・１１月）
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